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議 事 次 第 

 

議  題 

（１）化学物質排出把握管理促進法の見直しについて 

  ・化管法施行状況の整理 

  ・検討課題の整理と対応の方向性 

（２）その他 

 

（配布資料） 

資料１   産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググルー

プ委員名簿 

資料２   中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会委員名簿 

資料３   今後の化学物質環境対策の在り方について（諮問） 

資料４   合同会合の検討課題及び検討スケジュール（案） 

資料５   化管法施行状況の整理 

資料６   化管法施行状況検討会報告書（平成31年３月） 

資料７   第二種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質に係るばく露指標について 

資料８   生態毒性の特定第一種指定化学物質の指定要件への追加 

参考資料１ 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググルー

プ体制図 

参考資料２ 中央環境審議会環境保健部会の小委員会、専門委員会の設置について 

参考資料３ ＰＲＴＲ対象物質選定のスキームについて（ばく露指標関係） 
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午前１０時０３分 開会 

○鈴木補佐 ただいまから産業構造審議会製造産業分科会化学物質小委員会制度構築ワーキン

ググループ及び中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の合同会合を開催させてい

ただきます。 

 環境省環境保健部環境安全課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず御出席いただきまして誠にありがとう

ございます。 

 本日も含めまして、今後ともこの２つの合同会合ということで進めさせていただきたいと思

います。ちょっと名前が長いので、化管法見直し合同会合と呼ばせていただけたらと思ってい

ます。 

 また、本合同会合の議事進行の担当の事務局は、関係２省による持ち回りとさせていただき

たいと考えています。本日は環境省が務めさせていただきます。 

 本日、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしていることを御報告させていただきま

す。 

 まず、事務局を代表いたしまして、環境省環境保健部長の梅田及び経済産業省経済産業局審

議官の上田よりそれぞれ御挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

○梅田部長 おはようございます。環境省大臣官房環境保健部長の梅田でございます。本日は

御多用のところを御出席を賜りまして大変ありがとうございます。合同会合の開催に当たり、

一言御挨拶を申し上げます。 

 委員の先生方におかれましては、日ごろから環境保健行政の推進に当たりまして、格段の御

高配を賜っておりますこと、この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 化学物質排出把握管理促進法は、平成12年に施行され、法施行から明日で18年が経過、平成

20年の改正からもさらに10年が経過しているところでございます。また、平成30年４月に閣議

決定されました第五次環境基本計画におきまして、化学物質のライフサイクル全体のリスクの

最小化に向けた取組の推進、化学物質の管理やリスクの理解促進と対話の推進等につきまして、

重点的に取り組むこととされておるところでございます。 

 また、さらに昨今、災害等が頻発している状況を踏まえた災害対応の強化が必要な状況等、

情勢の変化ですとか、またこれまでの制度運用で得られたデータも蓄積されてきていることな

どを勘案した今日的な化学物質対策のあり方について検討が必要な状況にあります。このため、

環境省では経済産業省とともに検討会を開催し、見直しに係る検討を進めてまいりました。今
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後の御審議は中央環境審議会と産業構造審議会の合同でお進めいただくこととしております。

いただきました御審議をもとに、必要な措置を進めてまいりたいと考えておりますので、委員

の先生方におかれましては、忌憚のない御意見を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○上田審議官 経済産業省製造産業局の上田でございます。本日は大変お忙しい中、御参集を

いただきまして誠にありがとうございます。日ごろから化学物質管理につきまして、それぞれ

のお立場からさまざまな御支援、御指導をいただいておりますことを御礼申し上げます。 

 御承知のとおり、化管法につきましては、この社会のさまざまな構成員が情報を共有し、理

解を深めることによって、事業者による自主管理を促し、環境保全上の支障を未然に防止する

というたてつけになっております。直接的にこの規制を課す類いの法律ではないという点にお

いて、非常に特徴的であり、また重要な法律であるという具合に考えております。 

 そうした中、規制の一定期間見直しの時期を迎えるに当たって、一昨年は環境省、経済産業

省がそれぞれ検討会を開催し、また昨年度は両者が合同で検討会を開催して、化管法としてど

のような見直しが必要なのかについて議論をし、本日の正式な審議の場であるこの合同審議会

の開催に至りました。この法律は施行から数えてこの４月で19年目を迎えるということであり

ます。この間、事業者の皆様方の御協力により、ＰＲＴＲ制度を通じて個々の化学物質ごとの

排出量データ、この蓄積が進んでいるところでございます。 

 また、化管法が着目するリスク、これが同じ化審法においてばく露情報の科学的知見、これ

の蓄積を活用して、排出量を加味したリスクベースでの評価スキームが確立するとともに、平

成29年の化審法改正では新規の特例制度について、製造輸入量から排出量への見直しが行われ

るなど、化管法の物質特定においても同様の見直しを行うための環境整備が整っている状況で

ございます。化管法の物質選定では、これまで製造輸入量をばく露指標として個々の化学物質

の評価を行ってきましたけれども、制定時の審議会の方向においても、これは当面の間のやむ

を得ない対応として製造輸入量を指標とするということとした経緯がございます。したがいま

して、製造輸入量から排出量への見直しというのは化管法の制定時からの最大の課題であると

いう具合に考えておりまして、今回の見直しにおいて何とかこれを実現する必要があるという

具合に考えております。 

 本日のこの合同審議会では、これまでの検討内容をもとに、さらに議論を深めていっていた

だきますとともに、委員の皆様方にはぜひとも忌憚のない御意見を賜りまして、よりよい制度

の構築のために御支援をいただければという具合に思っております。 
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 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木補佐 それでは、まず設置の趣旨と委員の御紹介をさせていただきたいと思いますけれ

ども、まず環境負荷の削減の観点から、本日はタブレットを御用意させていただいています。

タブレットの基本操作ですけれども、立ち上げていただいた画面で、それぞれの資料がアイコ

ンのような形で選択できるようになっていると思います。左上のラベルというところを選択し

ていただきますと、本日の資料と参考資料が別々に表示をされるようになっています。資料を

選択していただいて、戻るときはもう一回資料の上をタップしていただいて、左上に戻るとい

う矢印が出てきますので、戻ると押していただきますと、また資料の一覧のほうに戻ります。

基本的な操作としては以上です。 

 また、ちょっと画面がわからなくなってしまったときは、左下のウインドウズマークを押し

ていただきますと、スマートディスカッションという青い帯が出てきます。それを押していた

だきますと、またこの同じアイコンの画面に戻りますので、そのように操作していただけたら

と思います。 

 あと、途中でわからなくなってしまったりとか、電源が切れてしまったとかいうような不具

合がありましたら、挙手にてお知らせいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、当方より中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会の設置の件について

御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料３をご覧いただけたらと思います。 

 中央環境審議会におきましては、先ほど部長の梅田からも御紹介のあったとおり、本年４月

９日に環境大臣より今後の化学物質環境対策のあり方について諮問が中央環境審議会会長宛て

に出されました。資料３はその会長宛ての諮問文になっており、環境基本法に基づく諮問でご

ざいます。 

 次のページにありますように、それが環境保健部会に付議をされました。 

 続いて、参考資料です。ラベルのところで参考資料というのを押していただきますと、資料

と参考資料両方にハイライトがされると思うんですけれども、その際、資料というのをもう一

回押していただくと資料の選択が解除されます。参考資料２をご覧いただけたらと思います。

これが環境保健部会の決定になっています。これの２ポツに本小委員会、化学物質対策小委員

会がございますけれども、そこの（２）にありますように、今後の化学物質対策のあり方につ

いて調査・審議を行うということが本小委員会の設置について定められています。これに従い
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まして、この小委員会でこの諮問に対して御審議いただけたらと考えているものであります。 

 続きまして、小委員会の委員を御紹介させていただきたいと思います。 

 資料が行ったり来たりで申し訳ありませんけれども、資料のほうの２になります。委員会の

名簿をつけさせていただいています。 

 それぞれ御出席の委員の方を御紹介させていただきます。 

 委員長の新美委員でございます。 

 青木委員でございます。 

 赤渕委員でございます。 

 大塚委員でございます。 

 亀屋委員でございます。 

 菅野委員でございます。 

 崎田委員でございます。 

 小山委員でございます。 

 白石委員でございます。 

 鈴木委員でございます。 

 本日、御欠席の坂田委員のかわりに、日本化学工業協会環境安全部の四家部長に説明員とし

て御出席いただいています。 

 また、浅見委員と浅利委員は御欠席でございます。 

 それと、亀屋委員と崎田委員、坂田委員におかれましては、続いて御紹介のある産業構造審

議会の委員のほうにも御就任いただいています。 

 私のほうから、中央環境審議会の御説明は以上であります。 

○石田補佐 続きまして、経済産業省製造産業局化学物質管理課の石田でございます。 

 まずは、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ

について御説明させていただきます。 

 参考資料１をご覧ください。 

 本ワーキンググループは、化管法の見直し検討のほか、化審法の見直し検討及び水銀に関す

る水俣条約の国内担保措置の検討が所掌事項となっております。また、産業構造審議会のワー

キンググループの座長は規定により本ワーキンググループの上位組織の長の指名により選出す

ることとされておりまして、東海委員に御就任いただいております。 

 続きまして、本ワーキンググループの委員を御紹介させていただきます。 
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 資料１を見ていただきまして、こちらに委員名簿がございますので、御参照ください。 

 まず、座長の東海委員です。 

 有田委員です。 

 及川委員です。 

 亀屋委員です。 

 蒲生委員です。 

 榊原委員です。 

 崎田委員です。 

 森田委員です。 

 吉住委員です。 

 吉田委員です。 

 御欠席の坂田委員のかわりに四家説明員、そして山口委員のかわりに化成品工業協会技術部

の浜中部長に説明員として御出席いただいております。 

 先ほど鈴木よりお話のあったとおり、亀屋委員、崎田委員、坂田委員におかれましては、本

ワーキンググループの委員にも御就任いただいております。 

○鈴木補佐 それから、本会合にはオブザーバーといたしまして、厚生労働省医薬生活衛生局

医薬品審査管理課化学物質安全対策室と、独立行政法人製品評価技術基盤機構が出席している

ことを申し添えます。 

 時間の省略の観点から、事務局の出席者につきましては座席表を配付させていただいていま

すので、そちらで御参照いただけたらと思います。 

 資料ですけれども、先ほどのタブレットの説明で資料と参考資料に分けて入れさせていただ

いているということで御紹介をさせていただきましたけれども、資料につきましては１から８

まで、参考資料は参考資料１から３まで御用意をしています。タブレットの不具合、また資料

の不足などございましたら、事務局まで挙手にてお知らせいただけたらと思います。 

 本日は環境省が事務局を担当していますので、本日の議事進行につきましては、中央環境審

議会環境保健部会化学物質対策小委員長の新美委員長に進行をお願いしたいと考えています。 

 また、報道関係の皆様におかれましては、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは新美委員長、よろしくお願いいたします。 

○新美委員長 それでは皆さん、よろしくお願いいたします。 
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 まず、本日の１つ目の議題でございます。化管法施行状況の整理についてお諮りしたいと思

います。事務局から資料４、５に沿って御説明よろしくお願いします。 

○鈴木補佐 それでは、資料４、資料５を御説明させていただきます。 

 まず、資料４を御準備いただけたらと思います。本合同会合の検討課題と検討スケジュール

でございます。 

 この法律、化管法と略させていただきますけれども、規制改革会議に登録されている見直し

年度を迎えているということで、環境省と経済産業省におきまして、化管法施行状況検討会と

いうものを開催させていただきまして、課題の整理を進めてまいりました。 

 その検討結果をもとに、これまでの答申の内容でありますとか、化管法を取り巻く種々の情

勢の変化を踏まえて、化管法の課題、見直しの必要性及び方針について御審議いただきたいと

いうふうに考えています。 

 また、取りまとめに当たりましては、パブリックコメントを行うなど、幅広い関係者の意見

を聴取したいというふうに考えています。 

 概ねの進め方としまして、この中ごろに書いていますけれども、本日、第１回合同会合とい

うことで、化管法施行状況の整理、検討会の報告書をベースに検討課題の整理と対応の方向性

ということで御審議をいただきたいと思っています。 

 また、第２回合同会合ということで、取りまとめ（案）を御審議いただきまして、パブリッ

クコメントを経て、必要に応じまして第３回ということで取りまとめをしていただけたらとい

うふうに考えています。 

 また、本会合におきましては、その化管法の見直しに関する枠組みとか物質選定のスキーム

について御審議いただいて、取りまとめというふうに考えているところでございます。 

 その後、実際にその化管法の物質選定を変えるということに当たりましては、化管法の規定

に基づきまして、経済産業省、環境省、厚生労働省の３省の合同審議会で御審議いただくこと

としています。 

 資料４の御説明は以上であります。 

 続きまして、資料５の御説明をさせていただけたらと思います。 

 資料５につきましては、皆さん御承知のことも多いと思いますし、御議論いただく時間を長

くとっていただくために、簡単に御紹介をさせていただきたいと思っています。 

 資料の構成としましては、化管法の概要、ＰＲＴＲの施行状況、ＳＤＳの施行状況という３

つの構成になっています。 
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 まず、２ページから化管法の概要ですけれども、法律の趣旨・役割ということで、化管法の

目的が事業者による化学物質の自主的な管理の改善の促進というのと、環境の保全上の支障の

未然の防止ということが第１条に書かれています。 

 構成としましては、いわゆるＰＲＴＲ制度とＳＤＳ制度という２つで構成されていまして、

施行令と施行規則がございます。 

 ３ページ目にありますように、告示としまして化学物質管理指針というのを法律第３条に基

づいて定めておりまして、また法第４条に事業者の責務ということで、このように規定をされ

ているところであります。 

 ４ページ目がＰＲＴＲ制度の概要というところになりますけれども、ＰＲＴＲ制度の趣旨と

しましては、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の事業所から環境中に排出され

る量と廃棄物に含まれて事業所外に移動する量を事業所ごとに把握していただいて、都道府県

経由で国に届出がされます。国は届出データと届出外の推計に基づきまして排出量・移動量を

集計して公表する制度でありまして、現在対象となる第一種指定化学物質が462物質を指定し

ています。 

 対象業種としましては、政令で定めている24の業種でありまして、製造業等の業種が定めら

れています。 

 また、事業者規模は21人以上の、これは事業者単位ですけれども、事業者単位で21人以上と

いうことと、年間の取扱量としまして、それぞれの化学物質単位で年間の取扱量が１トン以上、

特定第一種化学物質につきましては0.5トン以上、特別要件施設を設置している事業者が届出

をするという制度でございます。 

 簡単ですが、ＳＤＳ制度について５ページで御紹介をさせていただきます。 

 化管法に基づくＳＤＳ、安全データシートですけれども、他の事業者に指定する化学物質を

含有する製品を譲渡または提供する際に、このＳＤＳ制度によりまして化学品の特性、取り扱

いに関する情報を事前に提供することを義務づけているもの、またラベルの表示に努めるとさ

れている制度であります。 

 ＳＤＳの対象物質としましては、先ほどのＰＲＴＲ対象になっています第一種指定化学物質

に加えて、第二種指定化学物質100物質を加えた562物質であります。 

 ＳＤＳの対象事業者はＰＲＴＲのように要件はございませんで、全ての業種が対象になって

いるというところであります。 

 続きまして６ページ目、化管法の見直し状況ということで、化管法が施行したのが平成12年
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になりますけれども、附則第３条に基づき７年を経過した時点で検討を加え、平成20年に化管

法施行令を改正しています。 

 この改正では、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質をそれぞれ見直しし、対象業種に

医療業を追加する改正をいたしました。 

 また、この改正のときに御議論いただいたことに基づきまして、個別の事業者から届け出ら

れたＰＲＴＲの公表につきましては、法律に基づく開示請求方式に加えまして、国による公表

方式というものを追加しています。 

 続いて、施行状況のほうを御紹介させていただきます。 

 ８ページ目からがＰＲＴＲの施行状況でありますけれども、本年、先月３月５日に最新デー

タということで、平成29年度のデータを公表しました。 

 届出のほうは事業所数としましては３万4,000強の事業所から届け出いただきました。届出

排出量合計が15万トンでありまして、やや前年度から増加しています。届出の移動量は23万ト

ンでありました。届出外の推計排出量の合計は24万トンでありました。それぞれの内訳としま

しては、届出としましては、届出の排出量が４割、移動量が６割、排出量のほうは大気がほと

んどを占めているという状況で、移動量のほうは廃棄物としての移動がほとんどを占めていま

す。 

 また、届出排出量のほうは円グラフで示させていただいているような構成比となっていると

ころでございます。 

 次のページで経年変化を示させていただいていますけれども、継続物質ということで、対象

物質の見直しの前後とともに、対象になっている物質につきまして、平成13年からの17年間で

５割以上が減少しているところであります。近年はご覧いただくとわかりますように、推移が

ちょっと横ばいになっている状況でございます。 

 続きまして、届出の移動量の経年変化のグラフが10ページでありますけれども、近年こちら

も横ばいで推移をしているところという状況でございます。下水道につきましては、13年と比

べますと３割以下に減少しているところであります。 

 また、次のページで届出の排出量・移動量の多い物質をそれぞれ御紹介しています。トルエ

ン、キシレンというような物質が排出量として、移動量としましてはマンガンとかトルエンが

多い状況です。 

 また、12ページ目は業種の上位のものをグラフで示していますけれども、排出量の多いもの

は輸送用機械器具製造業とか化学工業、プラスチック製品製造業が多いということと、あと移
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動量のほうは化学工業、鉄鋼業が多いというような状況であります。 

 続きまして、施行状況の中の国の取組ということで、届出を正しく実施していただくため、

算出マニュアルを経済産業省と環境省でつくり公表をしているところでございます。これに基

づいて届出いただいているところであります。 

 ＰＲＴＲデータはさまざま御活用いただいていますけれども、その例を14ページ、15ページ

目で少し御紹介をさせていただいています。 

 法制定のときの答申にもＰＲＴＲの意義として挙げられていたように、活用の目的の一番左

の環境保全上の基礎データ、行政による化学物質対策の優先順位決定のための判断基準、事業

者によるリスク評価実施のためのツールの提供、次のページになりますけれども、事業者によ

る自主的な管理の改善の促進支援、国民への情報提供と、化学物質に関する理解の促進という

ような側面から活用いただいています。 

 また、制定時の答申においては、環境保全対策の効果の進捗の把握ということも挙げられて

いまして、資料には記載ができてないんですけれども、そのような活用も実際に行われている

ところであります。 

 最後に、ＳＤＳ制度の施行状況ということで17ページに御紹介をしているところであります

けれども、３つの観点で書かせていただいています。ＧＨＳ関連文書の作成ということで、Ｓ

ＤＳがＧＨＳに沿って作成できるようにＪＩＳを定めたりとか、ＧＨＳ分類ガイダンスを作成

したりしているということでありますとか、ＧＨＳ分類に関する支援ということで、混合物に

ＳＤＳをつけるとき、それを支援するためのソフトの開発であるとか、政府、ＧＨＳ分類結果

を公表したりということ、また普及啓発ということでここに記載のあるような普及啓発の活動

をしているというところでございます。 

 最後の18ページがまとめでありますけれども、届出排出量につきましては着実に減少をして

きているところであります。特にＶＯＣを初めとして減少幅が多いでますが、近年は減少幅が

減ってきているところであります。 

 また、移動量につきましては、届出移動量の減少は４％程度ということで、横ばい状況が続

いているところでございます。 

 ＳＤＳにつきましては適宜支援を行うなど、普及啓発に努めているというまとめとさせてい

ただいています。 

 その後にも参考資料を幾つか御用意させていただいていますけれども、御質問あったときに

適宜御参照いただくようにと考えています。 
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 資料５の説明につきましては以上であります。 

○新美委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明いただきました化管法施行状況につきまして、御質問、あるいは御

意見ございましたら、御発言いただきたいと思います。ちょっと会場が広いですので、名札を

立てていただいて、それで順次・御発言いただきたいと思います。どうぞ、発言のある方は名

札を立ててください。 

 それじゃどうも、名前見えないけれども、吉住委員ですね。はい。 

○吉住委員 経団連の環境管理ワーキング・グループの吉住と申します。 

 化管法の見直しについて、経団連としての考えを申し上げたいと思います。 

 まず、今回の化管法の見直しに対しては、化審法をはじめとする、各種法令との整合性を図

るという意味において、望ましい方向であると思っております。見直しの内容についても、ば

く露性の判断基準として排出量基準を採用する方向性は、対象物質の選定基準として理にかな

っていると思っております。 

 その上で、今回の見直しにおいて、先ほど上田審議官からも指摘がありましたように、事業

者による化学物質の自主的な管理は、我々としてもぜひ望むところです。事業者の工夫や柔軟

な対応の促進といった観点を考慮いただき、今回の制度の検討により、効率的かつ効果的なも

のになるよう、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。今後の進め方についての御意見ということで承ります。 

 ほかに、赤渕委員、どうぞ。 

○赤渕委員 ありがとうございます。２点申し上げたいと思います。 

 18ページ目のまとめのところに関して、２件とも感想めいたことで恐縮でございますが、ま

ず第１に、最初のポツのところで、届出排出量が着実に減少してきているというのは大変喜ば

しいことでありまして、国、地方公共団体の取組、さらには事業者さんの自主的な管理が着実

に進展していることの証左であろうかと思われます。 

 ただ、この点１点気になりますのは、総排出量が減少したことが、すなわち環境リスクの低

減にそれなりに当然結びついているとは思いますけれども、その環境リスクの低減という観点

からは果たしてどうなのか、すなわち、排出量のみならず、排出量が減少したその化学物質の

ハザードと掛け合わせた、いわゆる環境リスクの観点から見てどうなのかといったところが少

し気になったところでございます。 
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 とりわけハザードの高い化学物質の排出量削減についてどうかといったことが、より詳細に

評価できるといいますか、要するに単に総排出量が減ったからそれでよしとするのではなくて、

環境リスクが総体的に減少したかどうかといったところからの進捗状況の整理というのもまた

必要なのではないかということが感想として１点ございます。 

 もう１点ですが、最初の大きなポツの３つ目に関しまして、近年におきまして届出排出量の

減少幅が減りつつあるということで、その要因が果たして何なのかといったこと、及び削減の

トレンドを回復させるために、どのような追加的な対策が必要となるか。事業者さんの自主的

な管理として、あるいは国及び地方公共団体における対策としてどのようなこと考えられるか

といったことを、今後引き続き検討する必要があるのではないかなということが感想としてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。いずれも物の見方、数字の見方についての御指摘だと

思いますが、何か事務局のほうでコメントに対するフォロー等ございましたらお願いします。 

○瀬川課長 赤渕委員、どうもありがとうございます。届出排出量、着実に減少してきている

ということで、吉住委員からも御指摘がございました自主管理、これまで進めてきていただい

ている証左かというふうに思っております。この点について改めて御礼申し上げるとともに、

よりよい制度に向けて御意見いただければというふうに思っております。 

 それから、環境リスクの低減に結びついているのかという点でございます。ハザードが高い

ものに関しましては、化管法の中では特定第一種指定化学物質というカテゴリーがございます。

これらの中で具体的に削減が行われているかどうかということ、物質ごとに排出量・移動量に

ついて公表しているデータもございます。それを拝見いたしますと、かなり削減がございます。

この点についても、またあわせまして資料の公表と、それから御説明を改めて差し上げたいと

思います。 

 本日、資料、ウエブのほうに上げていなくて申し訳ございません。ありがとうございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

○瀬川課長 それからもう１点。近年、減少については推移を見ますと、横ばいになっている

という点につきましては、私ども政府全体としても気になっているところでございます。なか

なか分析の糸口を検討することが容易ではないことでございますけれども、今回の審議会、小

委員会及びワーキンググループ設置をできましたので、こういった活動なども通じて分析を進

めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 



－13－ 

○新美委員長 御説明ありがとうございます。赤渕委員、よろしいでしょうか。 

 ほかに。それでは、崎田委員のほうから。 

○崎田委員 今、御質問が届出排出量のところだったので、一応その次の届出移動量のことに

ついてもお伺いしておきたいというふうに思いました。特にこれは廃棄物としての移動がほと

んどだというふうになっておりますが、平成13年以来、ほぼ横ばいという、やはりここのとこ

ろはかなり課題としては残っているのではないかというふうに思いますので、これをどういう

ふうに捉えておられるか、分析しておられるか、ぜひお伺いしたいと。よろしくお願いいたし

ます。 

○新美委員長 わかりました。それでは、事務局のほうからよろしくお願いします。 

○瀬川課長 移動量については、平成13年の制定時以来、継続して調査をしておりますけれど

も、御指摘のとおり、移動量の減少は排出量の減少ほどには著しいものではないということを

承知しております。 

 そのほとんど全てが廃棄物への移動だということで、廃棄物循環社会の形成に向けての取組

も進めておりますので、第五次環境基本計画及び第四次循環基本計画の精神にのっとり、ＰＲ

ＴＲの中でどういったことができるのか、あるいは他の廃掃法の世界でこれを適切に取り扱う

のか、少し宿題として取り扱わせていただきたいと思っております。 

○新美委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして榊原委員、よろしくお願いします。 

○榊原委員 すみません、ちょっと話を戻してしまうんですけれども、先ほどの近年は排出量

の減少幅は減りつつというところで、ちょっと事業者の立場からコメントさせていただこうと

思いました。 

 事業者は化学物質の排出削減に引き続き取り組んでおりまして、最近減ってないよというと

ころにつきましては、これまで大きく減らしてきたところから、さらに減らすという取組だと

いう、その部分の難しさというのが増えてきたということと、あともう一つ、最近製造の国内

回帰といいますか、内製化といった流れがまたそういうトレンドになっております。そういっ

た意味で、製造負荷が増す中で、化学物質の排出量は増やさないという取組は引き続き続けて

いるというところは御理解いただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 どうぞ、鈴木委員、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

 まず、ＰＲＴＲ制度につきましては、事業者の御努力もありまして、日本国内で排出量・移

動量というものがこれほど広範に正確に把握されたことは多分この制度でもって初めてだった

んだろうと私は思っております。ですので、環境管理としては非常に意義のある制度だと思っ

ておりまして、ぜひ見直し等において改善していただきたいと思っております。ですので、こ

の制度は初めての制度でありますので、排出量・移動量というのは結構科学的には測定が難し

いものでありまして、この制度のさらなる改善を通じて、移動量・排出量というものをやはり

客観的に捉えられるように、制度としてはこれがある意味、一次情報を捉える制度だと私は思

っておりますので、この一次情報としての価値を損なわないように、しっかり進めていただく

ということが見直しにおいて重要であると思っております。 

○新美委員長 貴重なコメントありがとうございます。さらに精緻化していけという御趣旨だ

と思いますので、それに向けて議論をいただきたいと思います。 

 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 この議題については以上で一応区切りをつけさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして検討課題の整理と対応の方向性に関しまして、資料６に基づきまして

事務局から御説明をお願いします。 

○鈴木補佐 資料６を御準備いただけたらと思います。 

 資料６は縦書きの資料になっていますけれども、タブレットを縦にしていただきますと縦に

なるようになっていますので、よろしければ縦でご覧いただけたらと思います。 

 先ほど部長の梅田の御挨拶でもさせていただいたように、環境省と経産省で合同の検討会を

昨年度実施していまして、本年３月に取りまとめをいただいたものがこの施行状況検討会報告

書となっています。これをもとにいたしまして、本合同会合の御議論をいただきたいと考えて

います。 

 一部追加の資料としまして、資料７と資料８をまた後ほど御紹介をさせていただきたいと思

っています。 

 報告書をでは、まず１．背景や２．化管法の役割とか施行状況を書かせていただいています。

こちらについてはちょっと省略をさせていただきつつ、御紹介をさせていただけたらと考えて

います。 

 背景につきましては、施行が12年にされましたとか、見直しをしましたということを書かせ
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ていただいています。 

 ２．の役割と施行状況ということで、（１）で役割を書かせていただいています。この１パ

ラグラフ目の後段で事業者による自主的な管理の改善の促進というのと、環境保全上の支障の

未然の防止ということを目的にしていますけれども、これには２つの意味が含まれているとし

ており、ここだけ御紹介をさせていただけたらと思います。 

 これには、事業者による自主的な管理の改善によって環境保全上の支障の未然の防止という

ことのほかに、排出量などのデータの活用などによりまして、国・地方公共団体が環境保全施

策を企画・立案することが可能になりまして、それによって環境保全上の支障を未然に防止す

るという、そちらの意味もありますというのを御紹介をさせていただいています。 

 ちょっと省略をさせていただきまして、（２）ではＰＲＴＲ制度の概要と施行状況というこ

とで御紹介をしています。これは昨年の３月時点で取りまとめたので、最新のデータが反映さ

れていない状況になっていますけれども、最新のデータを反映させて答申とさせていただけた

らと思います。 

 （３）はＳＤＳの概要と施行状況で、（４）が事業者による自主管理ということで、ＳＤＳ

とＰＲＴＲと共通で書かせていただいています。 

 ４ページになります、３ポツからが今回の見直しについて議論された内容にかかってきます

けれども、３ポツが対象物質の見直しであります。 

 （１）物質見直しの考え方から御紹介をさせていただきます。まず対象とする候補物質とい

うことで、母集団というふうに呼ばせていただいていますけれども、前回の物質選定と同様に

おきましては、現行の物質と、あとは国内外の化学物質の関連法令などに基づきまして、追加

の候補物質ということで母集団を作成していますので、今回も同様の考え方を前提として母集

団というのをつくりたいというふうに考えています。 

 ただし、後段の※書きのところで農薬の取り扱いということで書かせていただいていますけ

れども、化管法におきましては、法文上は化学物質の定義ということを、放射性物質を除く元

素及び化合物ということで、農薬も含めて、農薬も排除せずに選定をしてきているところであ

ります。 

 検討会におきましては、事業者からの届出排出量というのはあまりない状況で、この化管法

の期待する自主管理促進としての効果が乏しいのではないか、対象物質から外してもいいので

はないかという御意見もいただいたところでありますが、他方、法制定時から農薬が対象物質

であることでありますとか、農薬が使用形態から見て明らかに環境中に放出されやすい物質で
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あること、あと届出排出量が少なくなっているのはまさに自主管理の成果であることというこ

とと、届出外推計につきましては、第一種指定化学物質を対象として行うことになっています

ので、これを対象から除きますと推計もできなくなってしまうことということ。この届出であ

りますとか届出外推計の値が環境保全施策の対象としている、いわゆる一般公共水域から水道

事業者が原水を取水していますけれども、その恒常的な水質管理に一定活用されているという

ことがありますので、引き続き対象物質とする必要があるのではないかという御意見もいただ

いたところであります。このため、農薬の取り扱いについては引き続き検討が必要というふう

にさせていただいています。 

 続きまして、５ページでありますけれども、対象物質の選定の考え方でありますけれども、

対象物質につきましては、定義から有害性といわゆるばく露の２つの指標を勘案して定めるこ

ととしています。 

 まず、有害性の判断基準でありますけれども、現行の考え方につきまして、ここの１から９

まで挙げている有害性の項目につきまして、データ蓄積に基づいて判断にしています。これを

基本としまして、前回の答申で課題とされているＧＨＳとの整合を図っていきたいというふう

に考えているところであります。実際の検討は先ほど御紹介した３省の審議会のほうでさせて

いただくことを考えています。 

 また、特定第一種指定化学物質ということで、こちら法制定時の附帯決議におきまして、含

有率、取扱量の下限を小さくするよう配慮するべき有害性の強い指定化学物質について言及さ

れたことに基づいています。これについては、まず法制定時には発がん性をもって特定第一種

指定化学物質を指定をしています。前回の改正のときには変異原性と生殖毒性についても指定

の要件に追加をさせていただいています。 

 また、国内外の状況変化を踏まえて、必要に応じた見直しを行うということが前回の見直し

の際の答申にも課題としてされていることを踏まえまして、諸外国の状況としてはＲＥＡＣＨ

規則のＳＶＨＣというところで、ＰＢＴ物質としまして、環境中の残留性とか蓄積性を有する

場合の生態毒性は考慮されているということで、そのような状況を鑑みた検討が必要と整理を

いただいたところであります。ここについては事務局のほうで追加資料として今日資料８を御

用意しているので、後ほど御紹介をさせていただけたらと思っています。 

 先ほど指標が２つあると申し上げましたが、③がばく露の指標となります。ばく露につきま

しては、環境での存在に関する判断基準というところで、アとイで書かせていただいています

けれども、まずアのほうが一般環境中での検出状況というところで、現行環境モニタリングの
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検出状況を活用するというふうにされているところであります。 

 ６ページ目の冒頭に書かせていただきましたけれども、第一種指定化学物質としましては、

最近10年間に複数地点から検出されているというもの、また第二種としましては、最近10年間

に１地域から検出されたものということで、それぞれ指定の考え方としています。 

 環境モニタリングとしてどのようなモニタリング事業を対象としているのかということを次

のパラに書かせていただいています。今回も同様の選定基準を継続して用いたいというふうに

考えていますけれども、一番下のポツが２つございますけれども、水質モニタリングで同一水

系で複数地点検出された場合というのは、１地点とみなすであるとか、大気モニタリングでも

同一市町村で検出された場合には１地点とみなすというようなことも考えたいというふうに思

っています。 

 イとしまして、検出状況以外の判断基準というところで、今回ここで大きな変更を考えてい

ます。 

 まず、現行基準は製造輸入量で、この検出状況以外の判断基準としてこれまで用いていまし

た。製造輸入量が100トンとしていましたけれども、それを排出量に見直すことができないか

ということを検討していただいています。 

 排出量にすることにつきましては、法制定当時の答申から、排出量を指標とするほうが相当

広範な地域の環境での継続的な存在の程度と相関性が高いと考えられますが、多くの物質はＰ

ＲＴＲを実施してみないと排出量のレベルがわからないため、当面その指標にはできないとさ

れ、製造輸入量が指標とされてきたという経緯がございます。 

 その結果、現行のＰＲＴＲ物質には製造輸入量が多くて対象になっているものであっても、

環境への排出量がほとんどないような物質も一定存在しているという状況でございます。 

 また、ＰＲＴＲ制度の施行から15年以上経過しているところでございますので、排出量のデ

ータの蓄積も進んでおりまして、このＰＲＴＲデータがあるものについては、それを活用して

排出量をばく露の指標とできるのではないかということを考えています。 

 その下の「また」のところですけれども、ＰＲＴＲのデータがないものにつきましては、Ｐ

ＲＴＲの排出量ではないですが、化審法において排出係数を用いた推計排出量を指標として物

質選定を行っているというものがございますので、その排出係数を活用して推計排出量で選定

が行えるのではないかということも考えているところであります。 

 それを踏まえまして、次の７ページの上のところにありますけれども、今回の物質選定は３

つのスキームを考えているところでございます。①②③とございますけれども、①が現行ＰＲ
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ＴＲの対象物質ということで、ＰＲＴＲデータのある物質はＰＲＴＲデータで、②と③が現行

対象ではないものですけれども、②のほうが化審法の排出係数が使えるものということで、化

審法用途のみの物質というものについて化審法の排出係数を活用した推計排出量で、③につき

ましては、化審法用途以外の用途もあるものにつきましては、化審法の排出係数を用いること

はできないので、引き続きこれまでどおり製造輸入量で選定を行うという、３つのスキームで

考えているところであります。 

 まず、①としました現行の対象物質でありますけれども、こちらにつきまして、具体的な基

準値をどのように考えるかというところをこのＡのところで書かせていただいています。 

 現行の物質につきましては、化管法の排出量ということで届出排出量と推計排出量というも

のを毎年公表させていただいています。それを用いて物質選定を行うというふうに考えていま

す。 

 具体的には、現行の第一種指定化学物質の選定基準としまして、農薬が製造輸入量を10トン

とされていますけれども、その農薬につきましては最終的に環境に排出される性格であるとい

うふうにされて10トンとされていることを踏まえまして、排出量で選定するに当たりましては、

その基準を参考として10トンというものを考えています。 

 また、Ｂでありますけれども、移動量につきましても勘案したほうがいいのではないかとい

うことです。移動量につきましては化管法では一義的には把握すべきものは排出量というふう

に整理をされていまして、移動量は排出量の把握を保管するためのものということで位置づけ

られていますけれども、一方で、先ほども御紹介をしましたように、届出排出量と移動量を見

ますと、移動量が全体の６割を占めていること、また、物質によりましては、届け出いただく

データのうち、９割以上が移動量であるというような物質もかなりございまして、そのような

状況を踏まえますと、移動量を考慮することが適当であるというふうに考えています。８ペー

ジの冒頭でございます。 

 移動量の推計につきましては、移動量からの排出量の推計は前回の見直しの答申から課題と

整理されていますけれども、いまだ結果が出ていない状況ということで、本来でありましたら、

その移動量からの排出量を勘案するというのが適当ですけれども、その推計方法が確立して、

廃棄物からの排出量というのが明らかになるまでの間は、何らかの方法で勘案することが適当

と考えています。 

 移動量からの排出につきましては、移動量は下水や廃棄物に含まれて移動する量ということ

ですけれども、それに含まれる化学物質の種類及び組成の把握が難しいという特殊性があるこ
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とから、特別要件施設に指定されているということもあり、正確な把握が難しいということで、

一方、処理方式によりますけれども、移動量に移行した化学物質の全量が排出されているとは

想定しにくいという状況もあります。また、移動量の大部分は廃棄物が占めているということ

もございます。 

 それらを踏まえまして、現在存在している化審法の排出係数で、廃棄段階からの排出係数が

存在しているものは少量新規・低生産量審査特例制度というもので設定をされています。幾つ

かの用途について排出係数が設定されていますけれども、最大のものが概ね0.1ということを

勘案しまして、その0.1を掛けるような形で、移動量につきまして先ほどの排出量10トンより

も１桁大きい移動量100トンのものを対象にすることというのを考えているところでございま

す。 

 続きまして、現行ＰＲＴＲ対象外の物質についてです。②と③で分けて記載をさせていただ

いていまして、②につきまして、化審法の用途のみの物質です。 

 先ほど御紹介したように、化審法の排出係数を活用したいというふうに考えていますけれど

も、化審法の排出係数は以下の３つが設定されています。既存の化学物質に用いられているも

のとしてリスク評価に用いるもの、スクリーニング評価に用いるものがあり、新規の化学物質

を対象とした新規特例の排出係数というものがございます。 

 先ほど御紹介した化管法の母集団全体の評価を行うことができ、またこれら３つの中では排

出実態に近い推計排出量を算出できる蓋然性が高いということで、スクリーニング評価の排出

係数を用いたいというふうに考えているところでございます。ただし、このスクリーニング評

価の排出係数につきましては、廃棄段階からの排出については勘案をされていないところであ

ります。 

 ９ページ目でありますけれども、化管法の物質選定におきましては、第五次環境基本計画に

おいて、化学物質のライフサイクル全体のリスク評価と管理が必要であるとされているので、

廃棄段階も考慮するべきであるというふうに考えていますので、廃棄段階からの排出が含まれ

ている排出係数の設定が適当だと思っています。 

 廃棄段階における排出量を勘案した係数としましては、先ほどの表の一番下にあります新規

の特例制度の排出係数が設定をされていますので、それ以外に化管法としての係数もないとい

う状況を踏まえますと、今回の見直しにおきましては、当面の措置としてこの係数を活用する

というふうに考えているところでございます。ただし、この新規特例の排出係数につきまして

は、当該制度で使うというもので設定されているということがございますので、これに化管法
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の物質選定に活用する場合においては、それに留意しながら関係事業者ともよく調整をして行

うことが適当であるというふうに考えています。 

 また、課題としましては、今回使える係数ということで、この排出係数を利用するというふ

うに考えていますけれども、本来であれば化管法としての適切な排出係数を検討することが必

要だというふうに考えており、今後の見直しに向けましては、ライフサイクル全体での環境排

出に関する科学的知見の集積に努めまして、また関係者ともよく連携して、必要に応じてその

排出係数の設定を行って、物質選定することが必要だということで、課題として書かせていた

だいています。 

 ③であります。③は現行ＰＲＴＲの対象ではない物質で、化審法の用途以外の用途もある物

質ということで書かせていただいています。こちら先ほどの繰り返しになりますけれども、こ

れまで製造輸入量が指標とされていた経緯がございます。化審法の対象が一般工業用途限定で

あるということで、化審法用途以外の用途がある物質については排出係数が適用できないとい

うことから、引き続き製造輸入量による選定というふうに考えているところでございます。 

 また、この製造輸入量の把握につきましてですけれども、化審法の用途のものにつきまして

は、化審法において届け出をされているということで、そちらを使うということがありますけ

れども、それ以外の用途につきましては、化審法でデータを得ることができないので、各種統

計などリファレンスを活用して把握をしていきたいというふうに考えているところでございま

す。それはなお書きにところに書かせていただいています。 

 10ページ目の上のほうに※書きがございますけれども、第二種指定化学物質と特定第一種指

定化学物質のばく露の要件につきましては、後ほど資料７として、また事務局案を御紹介させ

ていただきたいというふうに考えています。 

 続きまして、④というところで、その他の環境保全施策上必要な物質というところで、こち

らにつきましても今回新しく導入したい考え方というもので御紹介をさせていただきたいと思

います。 

 化管法の目的につきましては、先ほど御紹介させていただきましたけれども、環境保全上の

支障の未然防止の達成のために、国として必要に応じて効果的・総合的な対策を迅速にとるた

めというところで、事業者に届け出ていただいている排出量の把握とか、国への届出により得

られた情報を活用した対策が講じられることが必要だというふうに考えています。 

 先ほども御紹介しましたように、第五次環境基本計画におきましても、化学物質のライフサ

イクル全体でのリスクの最小化ということを目指すというふうにされているところでございま
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すので、製造から廃棄の各段階の排出量の把握であるとか、総合的なリスク削減の必要性とい

うのがますます高まっている状況であります。 

 また、環境保全施策の実施において、その排出実態の把握がますます重要性が増しておりま

して、その届出の活用が進む中で、化管法の目的達成のためにも、他法令でありますとか関係

施策の連携を一層深めていくということが重要だと思っています。なので、国が環境保全上の

支障の未然防止を図るため、総合的な対策をとるために、排出量が必要とされているような化

学物質を指定の対象物質とすることが必要だと考えています。 

 具体的なものとしまして、こちらに御紹介をさせていただいていますけれども、環境基本法

に基づく環境基準が設定されているものでありますとか、あと化審法で優先的に評価すること

とされている優先評価化学物質でありますとか、水質汚濁防止法の排水基準、水質の要監視項

目、有害大気汚染物質のうち優先取組物質、初期リスク評価において情報収集が必要とされた

物質でありますとか、黒本調査の対象物質というものが該当するというふうに考えています。 

 また、これらの物質につきましては、有害性の情報が十分信頼性を有するものについて対象

にするというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、11ページのその他です。現行の政令では、番号をそれぞれの物質に１から付し

ていますけれども、この政令番号を変えることによって、事業者が届出をいただくときのシス

テムの更新などの負担がかかるということで、それを軽減するために別途管理番号のようなも

のを付して、それを届出様式に記載していただくということで、負担の軽減が図れるのではな

いかというふうに考えています。 

 また、（３）が今後の課題でありますけれども、こちらについて、先ほど御紹介したように、

一定排出量を用いた物質選定ができるのではないかということを考えていますけれども、先ほ

ども御紹介したような、本来であれば化管法としての適切な排出係数を検討する必要があるの

ではないかというのを課題として挙げさせていただいています。 

 ここまでが３ポツの物質選定の見直しの考え方であります。 

 この後、４ポツと５ポツでＰＲＴＲとＳＤＳのそれぞれ制度についての見直しについて御紹

介をさせていただきます。 

 まず、ＰＲＴＲ制度についてということで、４ポツの（１）特別要件施設の点検というもの

であります。 

 まず、特別要件施設でありますけれども、これは下水道業や廃棄物処理業などのように、対

象物質の取扱量の把握が困難であるという特殊事情に鑑みまして、他法令により測定義務がか
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かっている施設のみ届出義務を課すというのが特別要件施設と呼ばれているものであります。 

 今般、水俣条約の的確な実施というものを担保するために、大気汚染防止法が改正されてい

まして、水銀濃度の測定の義務が課されているところでございます。その水銀の測定義務が課

された対象施設のうち、廃棄物焼却施設、いわゆる一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉と、

下水汚泥焼却炉で規模要件を満たすものにつきまして、先ほど御紹介をした特別要件施設の考

え方に合致しているというところで、その追加された水銀の測定義務に基づいて測定したもの

を届出対象にするべきというふうに考えているものでございます。 

 （２）の届出データの正確性の向上です。ＰＲＴＲが情報的手法でありまして、届出いただ

いて公表させていただいているデータの正確性の確保というのが制度の信頼性の観点から極め

て重要ですということがございます。また、いろいろな環境保全施策の企画・立案であります

とか、事業者の自主管理の改善・促進、リスクコミュニケーションの基盤としても活用されて

いるということで、正確性の確保というのが重要であること、先ほど御紹介をしましたＰＲＴ

Ｒの物質選定にその届出データを用いるということをいたしますと、その正確性の確保という

のが一層重要であるというふうに考えています。 

 一方、現在運用としまして、届出後、届出データの修正と追加を５年間受け付けているとこ

ろでありまして、実際それに基づいて修正をしたり新規届出されたりするものが複数生じてい

る状況であります。それに基づきまして、ＰＲＴＲのデータ自体も変更が生じているところで

ございます。 

 また、届出データにつきましては、届出経由事務というのを地方公共団体、主に都道府県が

担っていただいていますけれども、届出データを取りまとめる際に疑義照会などを行うことに

よって、個別にヒアリングするとかいうことが作業負担としては結構増大していますので、そ

れの軽減とか合理化というものが届出データの正確性によって軽減を図れるのではないかとい

うふうに考えています。 

 地方公共団体によりましては、過去の照会を参照に、なるべく減らすような取組をしている

というところもございますけれども、そういうのは一部の地方公共団体にとどまっているとい

う状況があります。 

 また、その正確性の確保のために届出様式の変更でありますとか、化学物質アドバイザーの

活用をいただいたりして、データの作成支援でありますとか、負担の軽減などに関する検討を

行っていくというのが必要ではないかというふうに考えています。 

 まず、データの向上のために何ができるのかというのを考えたところ、国がそのデータを公
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表した後に生じている排出量・移動量の変更の要因を解析することが必要なのではないかとい

うふうに考えています。 

 また国としましては、先ほど施行状況のほうで御紹介しましたように、算出マニュアルを公

表していますけれども、それの見直しも進めていく必要があるのではないかということを考え

ています。 

 さらに、「また」のところに書いてありますけれども、業界別にもマニュアル作成いただい

ているところですけれども、そのマニュアルがなかなか更新がされていない状況というものも

聞いておりますので、それの見直しを促進するということも必要ではないかというふうに考え

ています。 

 次のパラです。ＰＲＴＲ値につきまして、さまざま普及啓発を行っているところであります

けれども、さらにそれを適切な届出の励行を促すという観点で、ＰＲＴＲデータの重要性であ

りますとか、化学物質のリスクに関する正しい知識の普及というのも含めて、引き続き周知啓

発に努めることが必要であるというふうにさせていただいています。 

 また、さまざま事業者の方に削減のための努力をいただいているというところでありますけ

れども、それの努力が見えるようなデータの公表というのも考えるのが必要ではないかという

ふうにさせていただいています。 

 続きまして次の13ページの（３）の災害に対する既存のＰＲＴＲ情報の活用と情報共有です。

近年、大規模な地震とか豪雨が頻発していて、大規模な災害をもたらす自然現象が今後も生じ

るおそれがあるというのは想像できるかと思いますけれども、化学物質を取り扱う事業所で、

そのような災害によりまして化学物質の漏えいとか、それによる影響が発生することであると

かを避けるために行政が対応した事例というものを一部報告をいただいているところでありま

す。ただし、実際に自治体が化学物質に対する対応を行う中で、ＰＲＴＲデータを活用いただ

いたところに関しましては、必ずしも多くはないという状況であります。 

 一方、災害発生時の化学物質の漏えいの未然防止の取組の必要性につきましても御指摘をい

ただいているところであります。なので、自治体の災害対応を強化するためにということで、

地方公共団体によるＰＲＴＲデータを有効に活用いただくとか、あと事業者の自主的な情報共

有の取組を促進するということが有効ではないかというふうに考えているところでございます。 

 好事例を展開するという観点から、まず平時において事業者と自治体で情報共有をしたりで

あるとか、災害対応時の自治体における既存のＰＲＴＲデータの活用であるとか、必要に応じ

て事業者に状況の確認をするとかいうことを、そのような必要な情報共有を一層促すというよ
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うな取組が有効ではないかということで、化学物質管理指針に位置づけたいというふうに考え

ているところでございます。 

 最後、５ポツのＳＤＳ制度というところでありますけれども、移動量（廃棄物）に移行する

化学物質の情報提供のあり方というところで、検討に端を発していますのがこちらに記載をさ

せていただいている、利根川流域でホルムアルデヒドが水道の水質基準を超過したというもの

がございますけれども、廃棄物の処理過程における事故の未然防止、環境保全、環境上適正な

処理の観点の確保から、ＷＤＳというものに基づきまして、具体的な情報提供を義務づける必

要があるのではないかというのが、これは環境省の中央環境審議会の廃棄物の専門委員会のほ

うから意見具申がされているようなところでございます。 

 廃棄物処理法というところでそれは関係してきますけれども、必要な廃棄物の情報を提供す

るということが、ＷＤＳのガイドラインというものを環境省として策定していまして、その活

用を推進しているところでございます。 

 一本、化管法におきましては、この指定化学物質などを廃棄するというときには、ＳＤＳの

提供義務はないところでありますけれども、告示であります指針のほうでは、このような化学

物質を含有するような廃棄物の処理を委託する場合には、必要な情報を委託業者に提供するこ

ととされているところですので、このような状況を踏まえまして、改めて通知などによってＷ

ＤＳと連携を行うとかいうようなことを周知させていただくというようなことが有効ではない

かというふうにさせていただいています。 

 最後に「おわりに」というところで、さらにこの審議会で議論が深められて進化することを

期待したいというところで示させていただいています。 

 最後のページにつきましては、この検討会に御参加いただいた委員の名簿をおつけさせてい

ただいています。 

 資料６につきまして御説明は以上でございます。 

○新美委員長 どうもありがとうございました。 

 ただいま説明いただきました検討課題の整理と対応の方向性につきましてお諮りしたいと存

じます。主に見直し、かなり大幅な見直しが述べられておりますので、これを中心に御議論い

ただきたいというふうに考えておりますので、議論の時間を物質見直しと制度の２つに大きく

分けましてお諮りしたいと思います。 

 まずは、４ページから11ページの途中までの化管法対象物質の見直しについてお諮りしたい

と存じます。どうぞ御質問、あるいは御意見ございましたら、御発言お願いいたします。また、
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名札を立てていただければと思います。 

 それでは、四家説明員、よろしくお願いします。 

○四家説明員 日化協の四家と申します。 

 まず最初に、これ確認ということになると思うんですけれども、４ページ目に農薬について

の取り扱いということで、※印であったと思うんですが、これについては今後の検討事項とし

て継続的に検討していくというような理解でよろしいのかどうかということを、もう一回ここ

で念押しになるような形になってしまいますが、確認させていただきたいと思います。 

 あともう一つ、10ページ目に黒本調査の利用ということであったと思うんですが、そのほか

のところの対象物質の設定に関しては、法的なところがあるんで、平場というか、こういった

オープンな場で議論がされると思うんですが、黒本調査の場合はどうしても専門委員会での調

査、決定ということになってくるんで、透明性という意味でちょっと難があるかなという気は

しています。 

 そういう意味では、この黒本調査の対象物質を選定する場合においても、その選定根拠とい

うのを明確にしていただきたいということと、あとは機会があればタイムリーに情報を公開し

ていただきたいというようなことをここでお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、今の２点につきまして。浜中説明員。ついでにそうですね、じゃ浜中説明員、よ

ろしくお願いします。 

○浜中説明員 化成品工業協会、山口の代理で浜中と申します。 

 意見・要望をちょっと３つほどと、確認事項、１点させていただきます。 

 まず、８ページ目から９ページ目のところで、＜現行化管法対象物質以外＞、②「現行ＰＲ

ＴＲデータのない物質のうち、化審法用途のみの物質」、これに少量新規、あるいは低生産量

新規制度の排出係数を使われる件なんですけれども、８ページ目の下の表にまとめていただい

ているように、この少量新規、低生産量の排出係数というのは、相当程度安全サイドに設定さ

れたものであるというところがちょっと気になります。 

 具体的には、これを作られるときに経産省さんは蒸気圧の区分であるとか、あるいは水溶解

度の部分、ここら辺に最大値を使われて、あるいは環境省さんはＥＵのワーストのケースを使

われたりしたと承知しておるわけですけれども、確かに新規の化学物質の場合は、安全側の設

定運用という、国会で附帯決議されたようなものが反映されたという側面はあるかと理解しま
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すけれども、化管法の場合は安全サイドで大き目ということではなくて、より正確な数値が求

められるというふうなことと理解していまして、目的が違うんじゃないかと、できる修正はす

ぐにでも織り込んでいただきたいというところでございます。 

 また、少なくとも８ページの上のほうに書いてございましたけれども、前回答申時というの

はたしか10年前だと思うんですけれども、課題等整理されているものがいまだに結果が出てな

い状況と。こういう格好にならないように、計画的にお進めいただけないものかということで

ございます。 

 それからすみません、長くなって申し訳ないんですが、意見の２としては、化成品工業協会

の会員は中小企業が約７割を占めておりまして、その種の会員さんからも御意見いただいてお

るんですけれども、端的に言いますと、昨今の事業環境の中でこれ以上手間がかかるような制

度にしないでほしいというふうな悲鳴が来ております。それを受けまして、現行の対象物質の

中には環境排出量がほとんどないものも含まれているということですので、必要な物質につい

て必要な情報を集めると、そういう制度を目指していただきたいということでございます。 

 それから、３つ目でございますけれども、これＳＤＳは別なんでしょうか。ちょっとついで

に言わせていただきますと、大企業さんはシステムでＳＤＳを作られておるんですけれども、

中小さんは手作りと。担当者も１人とか２人しかいらっしゃらないと。こういう状況の中で、

告示から施行までの猶予期間であるとか、あと今年度出てくると思うんですけれども、ＪＩＳ

の改定版ですね。これに沿ったように直せというお客さんからの要望もあるかと思いますので、

ここら辺、短期に過度の負担が関係事業者に集中することがないよう、配慮をお願いしたいと

いうことでございます。 

 それから最後、確認事項なんですけれども、これは９ページ目の真ん中辺りだったと思うん

ですけれども、「しかしながら」からのところで、これに留意しつつ、関係事業者等ともよく

調整の上で行うことが適当であると書いてございますが、これ関係事業者のみならず、国の関

係部門、例えば廃棄物の関係の方とか、いろんな方が協力されて調整されるという理解でよろ

しいでしょうかということでございます。 

 長くなりまして、どうも申し訳ございませんでした。 

○新美委員長 また後でまとめて議論しますが。 

 それでは鈴木委員、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 ありがとうございます。２点だけ。 

 まず、農薬については継続して検討されるということは理解いたしましたが、ＰＲＴＲ制度
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が自治体等における環境保全施策の基礎として使われるというふうに鑑みれば、農薬について

も引き続き検討し、前向きに検討されることが必要であると私は思っております。 

 それからもう１点、排出係数に関して、物質選定に関して、②かな、物質選定の次に②で現

行化管法対象物質以外で、ＰＲＴＲ、化審法用途のみ、②か、②という区分について、今、日

化協の方の御意見もございましたが、ＰＲＴＲは基本的に一次情報を提供するものですので、

ＰＲＴＲ制定時点で排出係数は必ずしも十分に利用可能ではないと。化審法の排出のものもＰ

ＲＴＲのもとにある程度構成されていると僕は理解しておりますので、その意味において、ま

ず本来は一番最後に書いてあるとおり、やはりＰＲＴＲ自身が自らの排出係数、係数に限りま

せんが、物質選定に必要な手法を自ら整備されたほうが適切であると私は思いますので、最後

にここに書かれた課題はぜひ進めていただきたいと思います。 

 当面、しかし化審法が整備されたものをある程度活用するということは現実的にはあると思

いますので、それはよろしいかと思いますけれども、最後の今後の化管法としての排出係数、

あるいは推計に関わる方法を整備していくということについては、ぜひ進めていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、有田委員、よろしくお願いします。 

○有田委員 私も４ページの農薬については、このまま残す考え方でいいと思います。全体と

しての感想は、当初は化学工業協会の方など、中小を支えるというところにも配慮しながら、

自主的な取組みを進め、この制度の周知を含め化学物質管理の状況などについてのコミュニケ

ーションを行ってこられたというふうに高く評価をしています。ただ、この制度自体が一定皆

さんに周知され、横ばいというようなところもあり、そこが原因かもしれませんが、あまり新

しい取組みが見えてこない感じでした。この見直しでいい方向に行くということになるかもし

れません。 

 ですので、環境省側にお願いしたいのですが、化学物質ファクトシートは当初は排出量が多

いところから作っていきましたが、ファクトシートの中には有害性の高い農薬も入っていたと

思います。 

 しかし、ここ数年、ファクトシートが更新されていない、化学物質アドバイザー制度が有効

活用されていないのではないかというふうに考えております。そのような事も含めてここにも

書かれてはいますが、ぜひ、そこの部分でまた改めて関心を持っていただくようにしていただ
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ければと思います。化学物質の環境汚染を防止し、排出を削減するということが目的で関係者

が同じ方向を向いて一緒に進んだと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは青木委員、よろしくお願いします。 

○青木委員 ありがとうございます。簡単に２点申し上げたいと思います。 

 まず、第１点が10ページにあります、その他の環境保全施策上必要な物質でございます。 

 これに関しては、ここに10ページの下の部分に幾つかの物質が示されております。これらは

御案内のとおり、審議会等を経て、かなりしっかりと精査されている物質ですので、これは環

境保全、まさに環境リスク低減から必要な物質として選ばれてきたものですので、やはりこの

物質についてはぜひＰＲＴＲの中でもしっかり見ていくということを検討していただきたいと

思います。これが第１点目。 

 それから、第２点目でございます。今回の見直しの非常に大きなキーワードになると思うの

が、実は化管法として適切な排出係数という、11ページの（３）今後の課題のところにもあり

ました、第２段落目の真ん中でございましょうか。やはりこれがポイントになると思います。 

 というのは、今まで製造輸入量で見てまいりました。それは、製造輸入量というのはある意

味揺るぎのない数字でございます、届出に基づく。それは逆に非常に制度のかたさを担保して

いるものだと思います。 

 その一方、排出となりますと、これはこの文章の非常に丁寧につくっていただいていると思

うのですけれども、正確には推計排出量でございますね。そこに推計が入ってまいりますので、

やはりそこに関してある意味曖昧さ、曖昧さというのは悪い意味の曖昧さじゃなくて、幅を持

った数字であるということを御理解いただきたいと思います。 

 ですから、そういう観点から、まさに化管法として適切な排出係数、これはこの制度のより

上位の考え方である環境リスクの低減から見て重要な数字となっておりますので、ここに関し

てはぜひ精査いただけたらばと思います。これは前の何人かの委員の先生方からの御発言の繰

り返しになりますが、よろしくお願いいたします。 

○新美委員長 ありがとうございます。時間もありますので、吉田委員に御発言いただいて、

最後、蒲生委員で一応ワンラウンド終わりたいと思います。 

 それでは、まず吉田委員、よろしくお願いします。 

○吉田委員 日本石鹸洗剤工業会の吉田と申します。少し細かい点で恐縮なんですけれども、

２点ちょっと説明いただいたんですけれども、もう一度詳細に説明いただければと思います。 
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 まず、ページですと５から６にかけての③で、環境での存在に関する判断基準というところ

で、これまでどおり一般環境中での検出状況、環境モニタリングについて判断基準を入れると

いうことは理解しているんですけれども、その細かい基準として、最近10年間というものを一

つ設定されていると思うんですけれども、これはちょっと最近の５年間とすることで問題ない

のではないかと考えております。なので、10年必要だという、もう一度説明いただいたと思う

んですけれども、その辺のところを詳細に説明いただきたいなというところです。 

 理由としては、最近５年間の検出状況及び排出量とか製造量のトレンドを確認すれば、環境

中に継続的に存在するかというところはある程度判断できるかなと考えております。化審法に

ついては５年というふうにしていると理解しているので、ちょっと説明をお願いいただきたい

と。 

 もう１点ですけれども、７ページから８ページにかけての（Ｂ）移動量の多い物質の勘案に

ついてです。 

 それで、御説明させていただいたとおり、移動量からの排出量を勘案するということは必要

であるということは事業者としても理解しておるんですけれども、移動量からの排出量の推計

方法が御説明にあったように確立していない中で、今回見直しで勘案する必要性について、や

っぱり事業者側が理解できるように説明いただきたいなというところです。 

 理由としては、移動量のほとんどが廃棄物であるという事業者からすると、移動量を今回勘

案することで、実質的な管理の改善にどうつながっていくのかというのが、ちょっと御説明い

ただいた中ではわかりづらいかなと思いますので、その辺を踏まえて説明いただければなと思

います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、蒲生委員、よろしくお願いします。 

○蒲生委員 ありがとうございます。１つ感想のような要望のようなことと、あと１つは質問

です。一つ目は、今回、検討会の報告を拝見しまして、この物質選定を排出量ベースで行うと

いう考え方とか、排出係数など、化審法のスクリーニング評価のデータを使うといったような、

他法令との考え方の整合性というのがすごく出てきているなというところが少し印象に残った

ところです。 

 それで、それぞれの法令の趣旨に最適化するということも大事かとは思うんですが、化学物

質管理全体のわかりやすさという意味では、同じ趣旨のものについては、より一層いろんな整
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合性というところ、共通の考え方というところを導入していっていただきたいというのが、要

望のような感想のようなところです。 

 あともう一つなんですが、こちらはちょっと質問なんですけれども、今回、排出量ベースで

物質選定するというのが大きく変化するところかと思うんですが、これは、実際のところ、物

質が相当程度入れかわるというイメージでいるのか、それとも物質はほとんど変わらないんだ

けれども、基本的には考え方を変えているという趣旨なのか、そのあたりはどのような状況で

しょうか。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に大塚委員、どうぞ御発言をお願いします。 

○大塚委員 どうもありがとうございます。取りまとめのほうに関わらせていただきましたの

で、ごく簡単に申し上げます。 

 一つは、農薬に関しましては、４ページにもありますけれども、残しておいたほうがいいと

私は思っています。農薬に関しては現在推計が行われているわけですけれども、法律上の推計

というのは残す必要があるのではないかというところが恐らく最大のポイントではないかと思

っております。国が勝手に推計すればいいじゃないかというお考えもあるのかもしれませんが、

法律上の推計でないとやはり重みがなく、予算もつかないとかの問題もございまして、化管法

の趣旨からすると、データを収集しておくことは環境政策上非常に重要でございますので、そ

のための推計に法律上の根拠があることが重要ではないかということを申し上げておきたいと

思います。 

 あと、後ろのほうですが、届出データの正確性の向上、災害に対する既存のＰＲＴＲ情報の

活用及び情報共有のところで化学物質管理指針に位置づけたこと、ＳＤＳ制度に関しても利根

川の事件とかございましたので、化学物質管理指針に位置づけることにしたことが非常に重要

であるということを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいま前半部分についての御意見、御質問いただきましたので、これまでの部

分で事務局からお答えできるところはしていただきたいと思います。 

○鈴木補佐 御意見、御質問ありがとうございます。私のほうからお答えをさせていただきま

す。 

 まず、農薬について、四家説明員のほうから御質問いただいたところでありますけれども、



－31－ 

いろいろ御意見をいただいたというのはこの記載のとおりでありますけれども、鈴木委員や有

田委員、青木委員、大塚委員からも先ほど御指摘いただきましたように、化管法の趣旨から必

要であるとか、環境保全施策において活用されている、推計ができなくなってしまうというよ

うなコメントをいただきました。そのような状態でありますので、引き続き検討というふうに

考えている次第でございます。 

 排出係数のところで御指摘をいただいたところが８ページ目の②のところで御指摘をいただ

きましたが、９ページ目のところにわたる課題のところできちんと化管法としての排出係数を

設定することが重要であるということで、そのようにきちんと進めていただきたいというよう

な御意見いただきました。これにつきましては、先ほど10年たたないようにというような御指

摘もいただいたところですけれども、環境省としましても速やかに取組みたいというふうに考

えているところであります。 

 具体的には、ＰＲＴＲの届出をいただきますと、届出のデータと推計排出量とで検証ができ

るようになると思いますので、着手したいというふうに考えているところであります。関係者

との調整につきまして、国の中でも廃棄物部局と連携するというのはもちろんさせていただき

たいというふうに考えています。 

 あと、④の物質選定のところで、黒本調査について御質問をいただいていて、先ほど青木委

員ほうから御紹介もいただいたと思いますけれども、黒本調査の対象物質につきましては、こ

の環境保健部会のもとに、化学物質評価専門委員会という専門委員会を設置させていただいて

いまして、そちらで環境行政において必要な物質ということで絞り込んで選定をさせていただ

いていて、専門家の視点から御審議いただいているというところでございます。黒本調査もほ

かの物質と変わらず、きちんと御議論の上、設定されているということで御紹介をさせていた

だきました。 

○瀬川課長 追加で、黒本調査の件、御関心を持っていただきましてありがとうございます。 

 昭和48年、化学物質審査規制法制定時の附帯決議でこれは始まっておりますので、先ほど法

的な位置づけがということがございましたけれども、私どもとしては国会から強く示唆されて

いるということに鑑み、昭和48年以降、調査を実施しているところでございます。 

 黒本調査の対象物質については、先ほど専門委員会でという話がございました。専門委員会

は平場で開催をされており、専門会の先生方の御意見をお伺いしながら、この選定を進めてお

ります。 

 また、これも公開のものでございますけれども、環境保健部会、さまざまな団体の方にも入
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っていただいておりますけれども、環境保健部会において御報告も差し上げているところでご

ざいます。そういった意味で、私どもとしては透明性は確保されておるというふうに考えてお

ります。 

 一方、どれぐらいの化学物質がこれによって把握をされるかという点でございます。先ほど

国会から強い示唆をいただいたということも御紹介いたしましたけれども、一方では予算的な

制約、それから国際条約でモニタリングを義務とされている物質をどうしても優先するという

考え方から、必ずしも新しい物質を随時追加できるという状況にはなっておりません。このた

め、むやみに追加できるような状況ではないところ、他の環境保線施策の中での取り扱いなど

を勘案しながら、担当課のほうで進めておるところでございますので、御理解いただければと

いうふうに思います。 

 それから、先ほど黒本調査も含めてモニタリング調査結果を過去何年まで見るかという点、

御質問がございました。これは検討会でも御質問がございましたので、お答えしたところなの

ですが、法律によってさまざま、過去何年まで見るかということは違っているかと思います。

30年モニタリングを強いる法律もございますし、片や先ほど御指摘ありましたように、化審法

において５年間ということを割り切っておるところもございます。 

 それでは、化管法でどうするかという件については、また御審議いただくことかと思います

が、ちなみに化管法におきましては、データの正確性とも関連いたしますけれども、過去５年

間のデータについて、間違いがあれば報告をし直していただくという制度があります。つまり、

５年間分については何というのでしょうか、テンタティブなデータとしてこれを見るという必

要性もあり、そういった観点で10年というモニタリングの調査の結果などを勘案しているとい

うような状況もございます。 

 また、先ほど黒本調査の件、予算の制約があってという、これは私ども行政の努力が足りな

いところかもしれませんが、実質的には各物質、順繰りにモニタリングをする際に、どうして

も10年ぐらいかかってしまうことがございます。そういった観点、化審法との関係、あるいは

行政上の工夫の観点で10年ということを現在は持っておるところでございます。現行の説明と

いうことで御理解いただければと思います。 

○新美委員長 よろしいですか。 

○鈴木補佐 １点だけ追加です。蒲生委員から、物質がどの程度入れかわるかというような御

質問があったかと思いますけれども、物質の選定につきましては、冒頭御紹介をしましたとお

り、今回スキームを御審議いただいて、実際の物質選定は３省の審議会のほうでされるという
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流れです。今の段階でどの程度ということは申し上げられないんですけれども、この資料にお

いても、排出量がほとんどないようなものも現行物質に含まれてしまっている場合があり、そ

のようなものは除くことができるんではないかなというふうに考えているところでございます。 

○新美委員長 続きまして経産省のほうから御発言ございますので。 

○石田補佐 いただいた御質問、そして御意見について、何点かだけ補足として御回答させて

いただきます。 

 まず、浜中説明員から御意見いただきました猶予期間、実際にこの制度設計をした上で、実

際の施行へと行くわけですが、そういった場合にＳＤＳ、そしてＰＲＴＲの制度を回していく

上では、周知期間を設けて準備をしっかり行っていただけるよう、そういった意味でも私ども

としても施行までの周知期間、猶予期間といいますか、そういった期間というのを設けていき

たいというふうに考えております。 

 また、鈴木委員、そして他の委員の方からもありました化管法としての排出係数、今回は化

審法の排出係数をもとに、一部新規特例等でのものも兼ね合わせて使うこととするものの、化

管法としてあるべき排出係数というのを目指すべきであるというような御意見を複数いただい

ておりまして、これについては次の見直しに向けてしっかりと検討を進めてまいりたいと思っ

ております。 

 また、蒲生委員のほうからいただきました、中にリスクが同じようなものについては、わか

りやすさの観点などからも踏まえて、制度の整合化というのにも配意してほしいというような

御意見がありました。こういったことについても念頭に置いて考えていきたいと思っています。 

 あと、最後にちょっと農薬の関係で複数御意見がありましたが、合同検討会、そしてその前

に先だってやっていましたそれぞれの省庁での検討会の中で、今回、農薬については引き続き

次の見直しに向けて検討を行うということとさせていただいておりますが、どういった御意見

があったのかというのを簡単に御紹介させていただくと、農薬について引き続き入れるべきで

あるというような点については、今この場でもお話しいただきましたように、農薬については

これまでも入っておりますし、実際、環境中に放出されやすい物質であるということ。あと水

系については、水道事業者等が使用しているということ。あと、そのＰＲＴＲ届出がない、す

みません、ゼロで出てきているものが多い。それが大半であるというのは、むしろこれをやっ

ていることで適切な管理がされて、そういった成果となっているのではないかというような御

意見がありました。 

 一方で、農薬については今回、例えば対象から外すですとか、もっと何か別の方策を考えた



－34－ 

ほうがいいんじゃないかというような観点からの御意見としては、この農薬というのは462物

質のうちの150ぐらい、かなりの数が入っている中で、ＰＲＴＲの届出というのはこの10年間

ぐらいウオッチしてもゼロのものが大半であると。ＰＲＴＲ届出、その化管法の趣旨というの

は、排出量を適切に管理、化学物質を適切に管理して抑えていくというようなものが趣旨であ

ることを踏まえれば、むしろＰＲＴＲ届出としてより出てくる、蓋然性が高いようなものを優

先的に対象とすべきではないかというような御意見があったこと。 

 あと、農業が対象となっていないこともあって、田畑などでは散布されておりまして、それ

については特段の届出がＰＲＴＲ上はない中で、農薬工場等ではそれが求められているという

ことの整合性についてどう考えるかというようなこと。あとは、他の化学物質と異なって、農

取法という個別法が存在するということもありますので、そこでの一定のリスク評価なども行

われている。こういったことについてもあるので、それも踏まえればどういったこと、どうい

うふうな対応を考えるべきなのか、そういったような御意見がありました。農薬について簡単

に合同検討会等でどのような意見があったかについて御紹介させていただきました。 

○徳増課長 もう少し補足をさせていただきますと、引き続き検討という形で書かせていただ

いています排出係数、あるいは農薬に関してでありますけれども、この化管法の制度は言って

みれば過去10年間見直しをしてきていなくて、物質も含めてやっぱり見直しをどこかでしてい

かなきゃいけないと。そういった意味では、今ある最善の知識を使いながら、どこかのタイミ

ングで見直すことは一旦やらなきゃいけないなという一方で、例えば引き続き検討とされたよ

うな事項については、しっかり議論をした上で、時間をかけて議論をして、次の例えば見直し

であるとか、これ数年たつとまたありますので、そういった中で見直す、あるいはそういった

ことを考えていきたいというふうに考えていまして、このあたり、環境省さんとも相談だと思

いますけれども、本来検討すべき中身について、時間がかかるものについては引き続き検討し

ていく、常に最もいい制度にしていく。そういうことをやっていくということは、我々として

も考えていきたいというふうに考えています。 

 それからもう１点だけ、周知の話が出ていましたけれども、これについても言ってみると、

今の検討の方向性でいきますと、物質入れ替えを相当程度ある意味では全体の中で検討してい

くという中で、物質の入れ替えがあるかと思います。そういう中で、改めてかなり周知を関係

者にしなきゃいけないことになっていくんだろうと思っています。そうしたところで、制度自

体も含めて周知はしっかり環境省とともにやっていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 
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○新美委員長 ありがとうございます。制度論のほうにも入っていきましたので、後半の部分

の11ページ中段から14ページまでにかけてのＰＲＴＲ制度についてと、それからＳＤＳ制度に

ついてお諮りしたいと存じます。御発言の方はまた名札を立てていただきたいと思います。 

 まず、崎田委員、よろしくお願いします。 

○崎田委員 ありがとうございます。 

 制度のところで発言しようと思っておりました。それで、やはりこの制度は情報共有によっ

て、事業者の皆さんの自主管理を促して、リスクを削減し、地域社会との信頼を作っていくと

いう、そういうところが非常に明確な目的としてあると思うんですね。これをどう活用して信

頼関係を作っていくかというような、その辺に関して大変関心があります。 

 そういう点では、ポイントとして排出移動量をもう少し削減していきながら、リスクを削減

していくという部分と、このデータをどう活用するかという２つがあるというふうに思ってい

ます。 

 実際の、特に排出移動量、最初の発言のときに質問しましたが、移動量のところが全く変わ

っていないということに関しては、事業者さんにとって、排出量は減っているということは、

移動量は減らしにくいのかもしれませんけれども、じゃどういうふうにしたら減らせるのかと

いうのを少し、先ほど受け止めていただいたということで、いろいろ考えていただけると思い

ますけれども、その辺しっかりと、例えば自主的な取組ではありますけれども、目標値みたい

な数値を、どのぐらいまでは下がるんじゃないかというような調査をした上で、ある程度のラ

インを示していただくとか、何かそういうやり方というのもあるんではないかなというふうに

思いますので、ぜひ検討を続けていただければありがたいなというふうに思います。 

 あと、このデータをどう活用していくのかというあたりに関しては、今回の資料の中ではデ

ータの信頼性、正確性というところでかなり書いていただいておりますけれども、やはりデー

タをしっかりと事業者さん自身がリスク低減のために活用する場合は、その情報を社会に発信

したほうがいいですし、自治体が活用する場合には、そういう情報がきちんと事業者さんと地

域社会と両方に伝わって信頼関係が進んでいくとか、やはりいろんな相乗効果があると思うん

ですけれども、あまりその辺が議論の中でどういうふうに現状把握して、今後に関して提案さ

れているのかが、すみません、あまり伝わってこなかったので、ぜひその辺今後どういうふう

にやっていこうとされているのか、もう一度お話しいただければありがたいなというふうに思

いました。 

 ただ、評価できるのは、化学物質アドバイザーをこれまではリスクコミュニケーションのつ
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なぎ手ということで位置づけておられましたけれども、それだけではなく、中小事業者さんの

データづくりとか、そういうところにもしっかりと支援できるんではないかという、新しい位

置づけまで、役割が入っているという、この辺は可能性が広がっているんじゃないかというふ

うに思います。 

 あと、13ページに災害対応のためにしっかりこの数字を使っていいんではないかという。こ

れはやはり今本当に災害が増えていますので、事業者さん自体がいろいろな災害対応計画を作

っておられると思いますが、そういうデータとこのＰＲＴＲデータをきちんと自治体などが中

心になって、地域の災害対応計画に入れていき、社会に事前にコミュニケーションしておくと

か、本当にそういうツールとしては大変重要な視点だと思いますので、ますます活用していた

だければありがたいかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 四家説明員、よろしくお願いします。 

○四家説明員 私のほうから、災害対策についてというところなんですが、特にＰＲＴＲのデ

ータというのは、自治体のほうにも基本的には届出をしております、事業者としては。ですか

ら、自治体もそのＰＲＴＲの数値というのは把握しているはずだというふうに考えています。 

 あともう一つ、災害対策についてＰＲＴＲのデータを活用するという意味では、どちらかと

いえばＳＤＳを活用するという意味では今でも自治体のほうといろいろと地域の特性を踏まえ

たリスクコミュニケーションという意味で、自治体との信頼関係構築ということで、事業者と

しては皆さんやっているというふうに思います。そういう意味で、今回法制化するということ

になると、ちょっとリスクコミュニケーションの範囲から出てしまうんじゃないのかなと。や

り過ぎじゃないのかなというふうに思っています。あくまでもこれは運用の範囲で、災害対策

ということについては進めていっていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 亀屋委員、よろしくお願いします。 

○亀屋委員 ありがとうございます。 

 見直しですので、重要かつ効果的に進めるというのは非常に重要なことだと思っております。

その中で冒頭にも先ほども御指摘あったような、事業者の皆さんの自主的取組、これをいかに

効果的なものに充実させていくのかということが非常に重要だと考えております。 

 そういった点で、ちょっと細かくなりますが３点申し上げたいと思います。一つは今もリス
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クの話がありましたが、この法律が動き出して最初のころは、いろいろなツールの開発である

とか、リスクコミュニケーションのイベントのようなものがたくさん行われましたけれども、

最近は少しそういったものがちょっと静かになってきている気がいたします。これらは、法令

でこうやらなければいけないということを義務づけるような制度ではないかもしれませんが、

きちんとした化管法の運用メニューとして、行政にも見直しをしていただいて、また改めて取

り組んでいただきたいと思いますし、事業者の方々にも御協力いただきたいと考えているのが

１点目でございます。 

 それから、２点目が12ページのマニュアルです。業界マニュアルは、これも絶対作りなさい

と法令で義務づけるようなものではないと思いますが、やはりこの業界マニュアルは、先ほど

の排出量ないしリスクの削減に向かうに当たって非常に効果的で重要なものだと認識しており

ます。これらが作られてから20年近くも経ちますので、できれば効果的に継続的に見直しをし

ていただけるように、実現に向かってやっていただきたいと思っております。 

 それから３点目ですけれども、ＳＤＳの話がありました。これについては、廃棄物の話しか

書いてないので、ＷＤＳとの関係を整理されていることだと思います。一方、化管法の排出実

態を見ますと、圧倒的に大気に出ているものが多いのですが、大気に出ているものについては、

多分、ＷＤＳではそんなに多くのことは記述されないと思います。ＳＤＳでも、書かなければ

いけない項目さえ満足していれば、それ以上書く必要がないかもしれません。私は大学で研究

試薬についてくるＳＤＳしか見ておりませんが、その中には環境影響そのものについての記述

はあるものの、環境影響に対してどういうふうに配慮して取り扱ったらいいのかという記述が

少ないように感じております。その辺の記載についてもぜひ事業者の皆さんにお願いしたいと

思っております。 

 以上、３点です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 続きまして榊原委員、よろしくお願いいたします。 

○榊原委員 ありがとうございます。 

 ほかの委員の方たちの意見とも少し重なってしまうんですが、２つ。 

 一つは、ＰＲＴＲ情報の災害への活用という部分ですけれども、今お出ししているデータを

活用していただくというのは非常に有意義なことだと思いますが、ここについてはまた新たな

追加情報の提出が必要になってくるのかどうかというところを改めて確認しておきたいという

ことでございます。 
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 もう一つは、ＳＤＳの廃棄物に関してのＳＤＳの提供ということですけれども、ここも現在、

ＷＤＳというものが有効に使われているというふうに認識しておりますので、ここにさらにＳ

ＤＳを追加していくことを義務づけるのかどうかというところ。先ほど事業者の負担が増えな

いようにという意見もありましたけれども、必要なことは当然やっていくことは必要なんです

けれども、あったほうがいいねというような形でどんどん負担が増えていくのは、ちょっと厳

しいかなと思いますので、よく検討いただければなと思っております。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして鈴木委員、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 ありがとうございます。 

 まず、データの正確性というところについては、これは私のある種持論でありますが、デー

タというのは正確な数字でなければ使えませんので、正確性の向上というのはやっぱりどのよ

うな制度においても一番基本であると思っております。正確性が高いことは非常に重要なこと

だと思っております。ぜひ進めていただきたいんですが。 

 一方では、例えば管理番号をつけるとどこかに書いてありますけれども、このように正確性

を実現するに当たって、もう少し情報科学的な扱いとかを工夫することによって、ある種負担

をあまり増加させず、あるいは軽減しつつ正確性を高めるという手段も技術的には可能性はあ

ると思いますので、合理的な方法で正確性を高めるということで検討していただければと思っ

ております。 

 また、災害に関しては、災害に関する研究プロジェクトというのを進めておりますが、なか

なか災害に対して利用できそうな有害化学物質に関する情報は日本ではあまりないようであり

まして、ＰＲＴＲは非常に重要な情報源であると。一方で、どのような情報が本当に災害対策

に対して有効であるかということについては少し研究を要する部分が多分あると思いますので、

今後そのようなさまざまな知見の集積を踏まえて、最も有効な制度のあり方を災害に関してど

う活用するかというのについて検討していただければと思っております。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして赤渕委員、よろしくお願いします。 

○赤渕委員 ありがとうございます。今のことに関しまして２点申し上げたいと思います。 

 １点目が11ページの末尾から12ページにかけてにございます、届出データの正確性の向上に

関してでございます。この点につきまして、当該のページにおきまして、届出・公表される情



－39－ 

報の正確性の確保というのがＰＲＴＲ制度の信頼性の確保の観点から極めて重要であるといっ

たことが確認されているのは大変重要であるかと思います。 

 また、12ページには届出経由事務を担う地方公共団体による届出データの正確性を確保する

ための作業に要する負担の軽減とか合理性の必要性がうたわれていることも、また同様に重要

であるかと思われます。 

 この点、物質選定基準に届出排出量を用いる現行の案のもとでは、やはり事業所の届出内容

の正確性を担保する法的な仕組みというのが、少なくとも現状よりも整備されなくてはならな

いのではないかというふうに考えております。この点をめぐりましては、化管法の制定時より、

届出の懈怠あるいは虚偽届出といった届出義務違反に対する法的制裁が、比較法的に見ても極

めて軽微なものにとどまるといったことが広く指摘されてきたところでございまして、もし制

度のあるべき姿を描くのでありましたら、化管法24条の改正にも恐らく手をつける必要がある

のではないかと思われますところ、差し当たってより容易に実施ないしは実現可能な手だてと

して、12ページに書かれているようなことが重要であるといった点には同意するところでござ

います。 

 また、比較法的には、届出義務者に対して、排出移動量の情報に加えて、排出量の算定根拠

に関する情報もあわせて届け出させる国が少なくない由を聞いております。こうした情報を届

出の内容に追加するといったことも今後検討されてしかるべきであろうと思われます。 

 この点、12ページには国の算定マニュアルの改訂状況でありますとか、業界別マニュアルの

策定、改訂状況について御紹介がございました。そこで書かれている状況を是とするのか否と

するのかについては、私には直ちに判断しかねるところでございますけれども、国あるいは事

業者において、こうしたマニュアルが最新の科学技術的知見を反映した適切な内容のものとな

るよう、適宜の見直しが継続的に行われることを希望いたします。 

 第２点目といたしまして、13ページ目にございます災害時におけるＰＲＴＲ情報の活用及び

情報共有に関してでございます。 

 先ほど鈴木委員からも御指摘があったかと思いますが、ＰＲＴＲデータというのは、環境中

に排出・移動される化学物質についての一種のデータベース、我が国の化学物質管理施策の基

礎・基盤を提供するものでございます。こちらは当初、いわゆる平時における環境保全施策の

立案・実施であるとか、あるいは実施された環境保全施策の実効性の点検などに使われること

が想定されていたかと思われますけれども、当然のことながら、こうした情報は災害時にも活

用される可能性を有しているところでございまして、今回、災害時におけるＰＲＴＲ情報の活
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用あるいは情報共有のための取組が、化学物質管理指針において位置づけられる旨が明記され

ておりまして、これはその最初の一歩としては重要な意味を有するのではないかというふうに

考えております。 

 この点に関しましては、第一義的な対応を担います地方公共団体及び国において、災害時に

おけるＰＲＴＲ情報の活用が十分に図られるような検討が引き続き行われることを望むところ

でございます。 

 さらに、今後のより長期的な課題といたしましては、これは化管法でやるかどうかといった

問題もございますけれども、我が国における化学物質の総合的な管理といったものを進めるに

おきましては、事業所における化学物質の保有量とか貯蔵量の把握を通じた、その当該地域の

ハザードとかリスクの把握といった方策についても検討していく必要があるのではないかとい

うふうに感じております。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、森田委員に御発言をお願いします。その後、及川委員に御発言いただいて、最後

は有田委員になるのかな。有田委員で一応おとめしたいと。順次お願いします。 

○森田委員 ありがとうございます。 

 先ほどの赤渕委員から、あと鈴木委員からも御指摘がありましたけれども、災害に対する既

存のＰＲＴＲ情報の活用ということについてコメントさせていただきたいと思います。 

 災害等への対応というものは、一義的に恐らくは緊急時対応というのが重要な対応になるか

と思います。緊急時の対応ということからいいますと、その影響は急性影響だとか物理的危険

性ですね、火災だとか爆発とか、そういったことになるかと思います。しかしながら、この化

管法の対象のハザードはそういった急性影響ではなく、いわゆる慢性的な影響であるというこ

とを皆さん御承知かと思います。 したがいまして、化管法で対応する災害時への対応という

ことになりますと、一次的な対応が済んだ後の二次的な復旧といいますか、そこに向けてのそ

の化学物質をどのように対策していくかということになろうかと思います。そういった面では

非常に重要な位置を占めるケースがあるかと思いますので、どのように適切に災害時対応とし

てこのＰＲＴＲとか化管法を活用していくかということを十分理解した上で進めていただけれ

ばいいかと思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 
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 それでは、及川委員、よろしくお願いします。 

○及川委員 私も13ページの（３）の災害についてです。 

 中ほどに、一部の自治体において活用されているが、必ずしも多くない状況にあるというよ

うな文言がございます。ぜひフォローアップをしていただいて、一部の自治体において活用さ

れている例がトレンド的に数多く出ていただくようにフォローアップをしていただきたいと思

っています。 

 対策としては、次のパラグラフに書いてございますけれども、好事例をやはり全国に展開を

していくという観点が大変重要だと思います。よその自治体で効果的に、効率的にやっている

例というのは、大変他の自治体にとっても参考になるんだと思います。これをわかりやすく国

民全体に周知をしていただくことというのは大変重要だというふうに思っています。ぜひ好事

例の広報、展開をよろしくお願いします。 

 また、手続きについてなんですけれども、まずは平時における、災害における被害防止とい

うふうに書いてございます。私はこれについては賛同させていただきたいと思います。まずは

やっぱり平時のときの事前対策が必要だというところから入っておくことがよろしいのかなと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 有田委員、よろしくお願いします。 

○有田委員 災害時の件、それからこの運営の仕方ということにちょっと触れたいと思います

が、災害時の、今、及川委員がおっしゃったとおり、私も考えていまして、好事例を展開して

いく。先ほどどなたか、事業者はこれが面倒というのですか、手間というか、一つ仕事が増え

てしまうというように思ってらっしゃるということは、過去事業所にヒアリングに伺ったとき

にそれは感じていましたし、それはそれであるとは思いますが、ここの運営にも関わることで

すが、何か対立した形じゃなくて、ぜひ話しやすい雰囲気でいい方向に向かうような形で進め

ていっていただきたいというふうに思っています。 

 お互いに、立場は違うけれどどういう思いで発言をしているかというのを理解していただい

ているときの議論はいいのですが、メンバーがかわってしまい初めて顔合わせをして意見交換

となると、何か消費者団体は敵みたいな感じで、かまえて発言をされて、お互い同じ言葉がい

いように受け止められないということもあります。ぜひ今までの過去の経緯も含めて、何かこ

こで言っておかないととんでもないことになるというのではなくて、いい方向に進めるための
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議論にしていただきたいと考えています。特に、経団連の方や事業者の方にお願いをしたいと

思っています。よろしくお願いします。 

○新美委員長 ありがとうございます。さまざまな御意見、御質問ありましたので、事務局の

ほうからお答えいただけたらと思います。 

○瀬川課長 災害時のお話はこちらからでよろしいですか。 

○新美委員長 はい。災害時はこちらで。 

○瀬川課長 災害時の取扱いに関して、多くの委員の方から御意見をいただきまして、ありが

とうございます。災害時の対応の強化につきましては、これは政府全体で取り組むということ。

この３カ年で国土を強靱化していくという方向性も打ち出されておりますし、また災害対策に

関して、その多くの意思決定を都道府県レベル、地方公共団体にこれをお任せするという方向

性にあるということ。 

 こういった中、化学物質に関しましては鈴木委員から御指摘のとおり、ＰＲＴＲデータとい

うのは非常に重要なデータとなっているということ。これらを使いたいという自治体さんは多

うございますけれども、一方でアンケートなどをとりますと、自治体において活用されている

ものが100％にはいかないというような状況でございます。このため、好事例に関しまして及

川委員からも御指摘がありましたように、あるいは有田委員からも御指摘がありましたように、

これを横の方向に水平展開していくということ。これは非常に地道な努力ではございますが、

私ども経産省さんと一緒に開催をしております地方公共団体向けの説明会、あるいは私ども地

方環境事務所などを持っておりますので、そういったところを使って、ぜひ横に水平展開して

いきたいというふうに思っております。 

 今回、先んじて開催をいたしました非公開の検討会でございますけれども、化学物質管理指

針、これは法制というよりは告示レベルの指針になっておりますが、その中に位置づけ、必要

な情報共有を一層促すということを一定の方向性として示していただいております。こういっ

たことを平時の構え、赤渕委員からも御指摘いただきましたが、平時の構えとして持つととも

に、災害時どのような情報が融通されるのが一番よろしいのかということについて、制度設計

していきたいというふうに思っております。 

 最後になりますけれども、大塚委員からも御指摘いただきましたように、化学物質管理指針

に位置づけるということは非常に重要なステップだというふうに思っております。一方で、既

に多くの事業者様におかれましては、災害時に自主的に地方公共団体にデータを提供されてい

るというところもございます。こういった第一歩、ＰＲＴＲの制度の中での管理指針への位置
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づけという第一歩をどのようにスムーズに共有し、あるいは動かしていくかということについ

て、有田委員おっしゃられるように、御知見を、あるいは御意見をいただきながら、制度設計

していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

○鈴木補佐 届出データの正確性の確保のところで御意見をいただきまして、ありがとうござ

います。御意見いただいた中で、マニュアルの改正につきましては、国としまして、もちろん

国のマニュアルのほうを改正するということを進めたいと考えていますし、あと事業者のマニ

ュアルにつきましても、最近改訂していないということは把握をしていますので、それについ

ては引き続きどのようにしていったらいいか考えていきたいというふうに思っています。 

 実際に信頼性を確保するというところで、どのような方策があるか。赤渕委員から具体的な

御示唆をたくさんいただいたところではありますけれども、まず先ほど御紹介をさせていただ

いたように、例えば過去の届出を修正されているとか、新規に届出を、過年度分についていた

だいているというのは、なぜそのようにされているのかというものの分析のところが、申し訳

ありませんが、国としてちょっと足らないというふうに考えているところでありますので、そ

こにつきまして早急に取組をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

 あと、亀屋委員からの御指摘、崎田委員からいただいたアドバイザーによる支援であります

とか、周知、普及というようなところにつきましては、継続的に、今回見直しというところも

含めまして、周知徹底に努めていきたいというふうに考えているところでございます。それに

ついては、より一層継続してやっていきたいというふうに考えているところでございます。 

 あと、ＳＤＳのところについて、榊原委員から御質問いただきましたがけれども、義務づけ

を新たにするものかというような御質問だったと思いますけれども、これについては新たに義

務づけというようなことではなくて、14ページ目のところに上から２行目のところに書かせて

いただいていますけれども、指針におきまして、既に対象物質を含有している廃棄物の処理を

委託するときは、必要な情報を委託業者に提供するというふうにされていますので、それを改

めて周知させていただくというようなこと、ＳＤＳを活用するというような方策についても含

めて御紹介させていただくというようなことを考えている次第でございます。 

○新美委員長 それでは、経産省のほうからよろしくお願いします。 

○徳増課長 災害時の対応について、若干経産省としての考え方も御紹介、コメントさせてい

ただければと思います。 
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 御存じのとおり、この化管法について言うと、基本的には慢性毒性を見ているような法律に

なっていまして、急性毒性、言ってみると緊急時の対応というのがベースになっているのでは

ない、むしろそこについては毒劇法であるとか、あるいは消防法というものがある中で、他方

でこの化管法の制度、極めて有益な情報がいろんな形で集まる形になっていると思っています。

ＰＲＴＲ、あるいはＳＤＳを通して、極めて有益な情報が集まると、多くの委員がおっしゃる

とおりだと思っています。 

 そうした中で、災害時にもそういったような、集まってきている情報、災害時においてうま

く活用するすべがないかという観点から、より化管法の制度の価値を高めるといった観点から、

災害時の活用というのを考えていきたいと。集まってきている有益な情報をいかにうまく活用

していくのか、あるいはそういったものをうまく活用している自治体の例があれば、それを横

に展開していく。そういった観点から、我々の環境省とともに検討していきたい、進めていき

たいというふうに考えています。 

○新美委員長 よろしいでしょうか。一応２つの論点を分けて、それぞれ御議論いただきまし

たが、続きまして資料の７、８に沿って、さらにブレークダウンをした議論をしていただくこ

とになりますが、お昼の時間になりましたので、事務局から御説明いただく間に、お弁当が配

付されるということでございます。適宜お召し上がりになりながら対応していただければと存

じます。それでは、よろしくお願いします。 

○石田補佐 それでは、資料７として第二種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質に係る

ばく露指標についてという資料について御説明させていただきます。 

 まず、これは２点、追加で資料を出させていただいておりますが、これは先ほど鈴木のほう

から御説明させていただきました報告書の内容の中で引き続き検討が必要であるとされた内容

について、この間、事務局として経産省、環境省において調整を重ね、今回この審議会におい

て初めて御提案させていただく内容になります。 

 まず、第二種指定化学物質のばく露基準についてということで、２ページ目になりますが、

まず背景として第一種指定化学物質、これはＰＲＴＲ、そしてＳＤＳの両方が対象になるもの

ですが、これは人健康、そして生態系に支障を及ぼすおそれがあるもので、かつ相当広範で継

続的に存在するものとされております。 

 第二種指定化学物質、これはＳＤＳのみ対象のものですが、有害性の基準というのは第一種

指定化学物質と同様で、かつ製造量、輸入量の増加等に伴って、一種の要件である相当広範な

地域で継続的に存在するということが見込まれるものとされております。 
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 具体的には、下の図のほうに示しておりますが、有害性については同様であって、かつばく

露については、現行は製造輸入量ですが、一種については100トン以上、二種については１ト

ン以上となっておりまして、一種は462物質、二種としては100物質が指定されております。 

 次の３ページですが、これは先ほどの一種に次いで、どういう選び方をすることとしたのか

ですが、第一種指定化学物質のうち、ＰＲＴＲデータのある462物質、そしてＰＲＴＲデータ

はないけれども、化審法用途のみの物質、これについては排出量への見直しを行っていくと。

その具体的な裾切り値、具体的な基準としては、農薬が最終的には環境に排出される性格のも

のであることから、10トンとしていることを踏まえて、10トン以上のものを第一種指定化学物

質として対象とするということを想定しております。 

 また、③のスキームですが、排出量への見直しが今回は難しいものについては引き続き製造

輸入量、同様の基準で選定を行うということを考えていると。 

 次の４ページになりますが、この一種での考え方、見直しの方向性を踏まえて、第二種指定

化学物質のばく露基準について御提案させていただいております。 

 第二種指定化学物質については、将来製造輸入量の増加に伴って、相当広範な地域の環境に

て継続して存することが見込まれるものを対象とすることとされております。この点、現行ば

く露基準は製造輸入量を指標としておりますが、現行ＰＲＴＲ物質及び現行ＰＲＴＲ物質以外

で化審法用途のみの物質については排出量を用いるということを想定しております。 

 具体的な基準としては、最終的には環境中に排出される性格のものであるとして設定されて

いる農薬の基準が第一種指定化学物質が10トン以上なのに対して、第二種指定化学物質は１ト

ン以上とされていることから、これを参考として排出量１トン以上のものを対象とすることと

してはどうかと御提案させていただいております。 

 現行は製造輸入量であるものの、最終的には環境に排出されるであろう、つまり製造輸入量

ニアリーイコール排出量である農薬の基準というのは、一種が10トン、そして二種が１トンで

あることを踏まえれば、化管法として想定している排出量で見た場合の基準というのは10ト

ン・１トンなのではないかということを踏まえて、今回の提案とさせていただいております。 

 またということで、移動量の勘案ですが、一種の指定化学物質については移動量100トン以

上を一種の対象とすることを踏まえれば、移動量10トン以上のものを対象とすることが考えら

れるかと考えております。 

 また、現行ＰＲＴＲ対象以外の物質であって、引き続き製造輸入量で現行どおりの基準とす

るものについては、引き続き二種についても同様の基準で行うこととしてはどうかとしており
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ます。 

 次の５ページ目は参考なので飛ばさせていただきまして、次に特定第一種指定化学物質のば

く露基準についてということで、７ページのほうに、これが最後のページになりますが、化管

法では発がん性の懸念が高い物質など、特に重篤な障害をもたらす物質について、特定第一種

指定化学物質と冠をつけて、事業者が義務を課されることとなるＰＲＴＲの年間取扱量と、そ

の対象となる製品要件等に差を設けております。この特定第一種指定化学物質は、現行15物質

が指定されております。 

 この点、第一種指定化学物質のばく露の選定基準については、実際に環境に排出されている

ものをＰＲＴＲの対象とする観点から、排出量への見直しを行うことを検討しているところで

ありますが、特定第一種指定化学物質については、この当該特性、特に重篤な障害をもたらす

物質とされているこの特性を踏まえ、製造輸入量が一定以上、作られているものについては、

排出量の多寡にかかわらず対象とすることが適当なのではないかと考えております。このため、

特定第一種指定化学物質については引き続き現行制度と同様に、一定以上の製造輸入量がある

ものを対象とすることとしてはどうかということで御提案させていただいております。 

 私からの説明としては以上です。よろしくお願いします。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 資料８について続けて。そちらですか、はい。 

○鈴木補佐 資料８を御準備いただけたらと思います。 

 生態毒性の特定第一種指定化学物質の指定要件への追加ということで、先ほど報告書の中で

途中まで御説明をした部分でございます。 

 １ページ目にありますけれども、いわゆる特一と呼んでいますけれども、法制定時の附帯決

議に基づいて設定をされているもので、法制定当初は発がん性が指定要件になっていたという

ところでございます。 

 前回見直しにおいて、変異原性と生殖毒性について指定要件に追加されたということがござ

います。これはＧＨＳの変更を踏まえた指定要件の追加をさせていただいています。表で書か

せていただいていますように、現在の指定のそれぞれの要件に基づいて指定している物質が、

発がん性が13で、生殖発生毒性が２という状況であります。 

 一番下に現行の15物質を列挙させていただいています。 

 次のページ、２ページ目でございますけれども、生態毒性の指定要件の追加ということで、

事務局の考え方として整理をさせていただいています。 
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 前回の答申におきまして書かれていることとしまして、国内外の状況変化を踏まえて必要な

見直しを行うというふうにされているところでございます。 

 生態毒性につきましては、これまで特一の指定要件ではございませんでしたが、諸外国の状

況としまして、欧州のＲＥＡＣＨ規則のほうで高懸念物質、ＳＶＨＣというものが指定されて

います。それは※１のところで①から④まで挙げさせていただいていますけれども、①にあり

ますＣＭＲ、発がん性、変異原性、生殖毒性と同様に、②でＰＢＴ物質として、難分解性で、

かつ生物蓄積性、毒性を有するものというもので、このＴの毒性のところで生態毒性が考慮さ

れているという状況がございます。 

 ３点目の「また」のところですけれども、ＧＨＳ分類の進捗などによりまして、生態毒性の

慢性毒性に関する有害性の知見も充実してきているという状況もございます。このような諸外

国の状況であるとか知見の蓄積というものを勘案しまして、生態毒性を特一の指定要件に追加

したいというふうに考えていますけれども、その選定基準としましては、一定以上の生態毒性

を有する化学物質のうち、難分解性で、かつ高蓄積性であるものというものを対象にしたいと

いうふうに考えている次第でございます。 

 資料８の説明は以上でございます。 

○新美委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、どうぞお食事しながらで結構でございますので、御遠慮なさらずに、どうぞ適宜

いただいてください。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見ございましたら、また例によって

名札を立ててください。 

 まず、四家説明員と、それから小山委員、その順序でまずお２人お願いします。 

○四家説明員 まず最初に、資料７のところで、今回の特定第一種指定化学物質のばく露指標

が製造輸入量というふうな形になっていると思います。今までの考え方からいって、排出量ベ

ースということで第一種、第二種も来たと思うんですが、特定第一種指定化学物質については

安全性の観点から製造輸入量というふうな考え方もあるかと思うんですが、一方、あくまでも

今までの考え方というのを踏襲するような形で、排出量ベースとし、裾切り値を調整すること

で特定第一種指定化学物質のリスクをヘッジするというような考え方というのはないのでしょ

うか。まずそれが１点。 

 あともう一つ、資料８のほうなんですが、基本的に資料８のこの生態毒性の考え方というの

はＳＶＨＣの中のＰＢＴ物質を意識してやられると思うんですが、そのＰＢＴ物質をそのまま
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化管法の特定第一種にスライドするということなのか、もしくはＰＢＴ物質についてもいろん

な背景とか、選ばれた背景とかも加味した上で、特定第一種に指定していくのかと。その辺の

ところについてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして小山委員、よろしくお願いします。 

○小山委員 ありがとうございます。 

 今の生態毒性の件で質問させていただきます。 

 私も生態毒性を特定第一種指定化学物質の指定要件に追加するというのは賛成なんですが、

その指定の要件、ＳＶＨＣの指定根拠、これは難分解性かつ生物蓄積性かつ毒性と、この３つ

がそろわないと果たして指定できないのかと。こうなると、化審法の第一種特定化学物質のよ

うな物質しか指定できないということになってしまいますので、そうではなくて、その下に書

いてあるようなＰＢＴ物質の毒性基準というようなところがあります。 

 難分解性、あるいは高蓄積性がなくても、非常に毒性の強い化学物質というのは世の中に存

在しておりますので、毒性をもってある程度評価してもいいじゃないかというふうに考えます。

そこらを検討していただければと思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして赤渕委員、よろしくお願いします。 

○赤渕委員 ありがとうございます。 

 専ら資料７に関することでございますが、単なる事実の確認ということですけれども、ここ

で御提案されている、特に資料の４ページですか、第二種指定化学物質のばく露基準につきま

しては、これは昨年度行われた施行状況検討会の中でも御検討があった内容なのかどうかとい

ったことについてお尋ねしたいと思います。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして森田委員、よろしくお願いします。 

○森田委員 ありがとうございます。資料８の生態毒性に関することについてのコメントです。 

 生態毒性物質でＰＢＴ物質を指定要件とすることは賛成ですけれども、ただ生態毒性につい

てはデータの多様性等々があることから、まずは例えば海洋汚染物質など、いわゆる生態毒性
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として重要なものと認識されていくのがいいと思います。要するに物質選定においてはＰＢＴ

だから、ＲＥＡＣＨで規定されているからということではなくて、中身をよく調査された上で

検討していただければいいと思っています。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして浜中説明員によろしくお願いします。 

○浜中説明員 同じく、資料８のＳＶＨＣというところの確認なんですけれども、これ結構い

ろいろな意味で使われることがあるんですが、ここで書かれているのは、認可対象候補物質の

ことなんでしょうか。もしそうだとするならば、候補というのが入っているかと思いますよう

に、まだその規制の枠組みも定まっていない、その途中の段階のものでもありますし、特定第

一種指定化学物質の顔ぶれとはちょっとランクが違うような気がしております。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 吉田委員、よろしくお願いします。 

○吉田委員 既に何人の委員の先生方のコメントとかぶってしまうんですけれども、資料８の

２ページの特定第一種指定化学物質の指定要件についてなんですけれども、基本的に一定以上

の生態毒性を有して、難分解性かつ高蓄積であるものを指定要件にするという方向性について

は賛成です。 

 ただ、実際の指定に当たっては、前の委員もおっしゃっていたように、ＳＶＨＣをそのまま

持ってくるのではなく、やはりその辺のデータの中身、化管法に合ったものかどうかを十分精

査した上で選定していただきたいと思います。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 青木委員、よろしくお願いします。 

○青木委員 ありがとうございます。そうしましたら、私は資料７の７ページのところです。

特定第一種指定化学物質のばく露基準についての点なのですが、いろいろ御意見があるのは私

も了解いたしますし、理解をしております。 

 ただし、この特定第一種というのは一番最初の丸のところの参考にありますように、人に対

する発がん性がある、人の生殖能力を害する、または人に対する発生毒性を起こすと評価され

ているものですね、可能性がある。あるいはしばしばリスク評価で用いられる可能性があると

いう議論ではなく、起こすと評価されているものでございます。実際この物質を見て、顔を見
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ていただければわかるとおり、これは教科書にも出ている有名な物質―有名という意味は、

よく知られている物質なわけですね。したがって、やはりこれらの物質に関しては従来どおり

特段の配慮があってしかるべきではないかというふうに思います。ですから、ここの案につい

ては、私は支持いたします。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして崎田委員、よろしくお願いします。 

○崎田委員 ありがとうございます。今、見ている資料８のほうのことを先に申し上げますと、

私もこの御提案には賛成をします。やはり生態毒性のところをしっかりと入れていただくとい

うのは重要だと思うんですが、私の理解が合っているのかどうか。 

 発がん性とかほかのものと、全てが合わないといけないんではなくて、それぞれその要件に

合う物質が指定されていくという、そういう理解でよろしいんですよね。はい、ありがとうご

ざいます。 

 それと、資料７のほう、これも今の化審法の改正とか、やはりそういう大きな流れの中で対

象物質を変えていくということに関しては賛成をいたします。でもデータをきちんと集計して、

その対象物質を決めていくというのは、今まで以上に作業、作業というと変なんですが、いろ

いろ大変な作業が増えていくのかなと思いますけれども、結果的にそれが落ちつく話であれば

賛成していきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、鈴木委員、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 生態毒性の特定一種というところにつきまして、ＰＢＴを入れるというのは、そ

れは私、賛成いたしますが、ＳＶＨＣをもし参照されるのであれば、ｖＰｖＢは違うのかもし

れないけれども、上記以外の人健康や環境に重大な影響を起こる科学的証拠があるとする点に

ついて、個別の特定、これは議論されているかと思うんですけれども、まさに個別で議論され

ているかと思うんですが、これについては考慮されないのでしょうか。―すぐにできなくて

も、考慮する可能性はあると私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○新美委員長 ありがとうございます。 

 それでは、御質問、御意見、以上と思いますので、事務局のほうから。まず経産省のほうか

らよろしくお願いします。 

○石田補佐 まず、資料７の関係について、いただいた御質問、御意見についてお答えさせて

いただきます。 
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 大きく２点あったかと考えておりまして、まず赤渕委員のほうからありました第二種指定化

学物質、具体的には資料７の４ページかと思います。こちら、第二種指定化学物質についての

具体的に裾切り値を御提案させていただいておるものですが、これについては合同検討会のほ

うでの議論があったかどうかということですが、合同検討会のほうでも議論というのは第一種

指定化学物質についてどのような考え方で選定を行うかということについて御議論いただいて

おりまして、二種と、そして特定一種については今後の検討ということで報告書のほうを取り

まとめさせていただいておりまして、その報告書において検討とされている事項について、さ

らに深掘りの、に対する御提案というのが４ページになっております。このため、４ページと

いうのは今回この審議会でのある種初めて御提案させていただく内容となっております。 

 もう一ついただいておりました、四家説明員、それ以外の方からもありました、特定一種の

ばく露基準について、ほかのものについて排出量、製造輸入量から排出量への見直しを行う中

で、なぜある種の排出量でなく、引き続き製造輸入量での選定とするのか。この考え方ですが、

この特定第一種指定化学物質というのは重篤な障害をもたらす物質ということで、前回の答申

に書かれて、そういうふうなことで年間取扱量や製品要件などに差を設けてきたというような

経緯がありまして、ある種、化管法上、特に慎重な検討が必要になるだろうというようなこと

を考えております。 

 より一層慎重な検討が必要になる物質であろうという、そういった中で、今回大きな見直し

として、製造輸入量から排出量への見直しというのを御提案させていただいておりますが、そ

ういった一層慎重な検討が必要なものについても今回のタイミングで同様に見直すのかどうか

ということについては、よく考える必要があるかなと思っておりまして、もし排出量を見直す

とした場合には、一種の、例えば10トンである、そういった裾切り値について、特定一種につ

いてはどこに設定するのか、そういった具体的な裾切り値の基準の設定に当たっても慎重に考

える必要があるだろうということもありますし、一方で、例えばこういった考え方もできるの

かなということとしては、排出量といいますのは製造輸入量に排出係数を掛けて排出量を算出

いたしますが、現在提案させていただいている排出量というのは今10トンですので、ある種極

めて安全サイドに立って、その製造輸入量10トンに排出係数、一番高い値は排出係数１になる

かと思いますので、製造輸入量に排出係数１を掛けた場合には排出量10トンにもなりますし、

そういった特定一種については慎重な検討が必要であるという立場から、今回の製造輸入量か

ら排出量への見直しを行う中で、この物質については引き続き同様の基準で対応ということで、

選定を行ってはどうかということで御提案させていただいているものになります。 
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○新美委員長 ありがとうございます。 

 環境省のほうからよろしくお願いします。 

○鈴木補佐 資料８の生態毒性の特一指定要件の追加ということで、複数の委員の方から御質

問、御意見いただいたところでありますけれども、その多くがＲＥＡＣＨのＳＶＨＣの物質を

そのまま入れるのかとかいう御質問だったかと思います。 

 それにつきましては、ＲＥＡＣＨのＳＶＨＣのＰＢＴのものをそのまま入れるということを

考えているわけではありませんで、考え方としてＲＥＡＣＨのほうでこのようにＳＶＨＣの指

定要件の中にＰＢＴ物質というようなカテゴリーが入ったということをもって、そのように気

をつけなければならない物質というカテゴリーの中にＰＢＴが位置づけられているということ

だと理解をしています。それをもって、こちらの資料８のところに記載をさせていただいたよ

うに、指定の要件として一定以上の生態毒性を有する化学物質であって、難分解性で、かつ高

蓄積性があるものというものを選びまして、指定をしたいというふうに考えているところであ

ります。 

 具体的な物質ということは、今の段階では申し上げられないんですけれども、鈴木委員のほ

うから御質問があったような、例えば④に入ってくる物質が全く入らないかどうかというとこ

ろは、ちょっと実際選定をした上で入るかもしれないというのはあるのかもしれないんですけ

れども、今の段階で具体的な物質というので案があるというものではありません。というとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございました。司会の不手際で予定時間を過ぎていますが、今議論

したことで一言あるという方がいらっしゃいましたらどうぞ。赤渕委員、どうぞ。 

○赤渕委員 ありがとうございます。先ほど私からの質問に御回答いただきましてありがとう

ございました 

 そのようなことでございますと、少なくてとも４ページ目にございます御提案につきまして

は、現段階で賛成することはできないということを率直に申し上げたいと思います。 

 すなわち、この４ページの四角囲みにございます最初の丸で、第二種指定化学物質の要件を

書いており、その後、この点ということで、同様に排出量を用いることは考えられるとござい

ますが、この点についてなぜそうなるのかについて、御説明についての説得力がやや欠けると

ころでございます。 

 すなわち、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質とで、当然のことながら指定に関する
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要件が違うわけでございまして、第二種につきましては継続して存することとなることが見込

まれるというところがまさにポイントになるのではなかろうかと思います。 

 もしそうであるとしますならば、現行の製造輸入量を基準とする、指標とすることで何がま

ずいのかについて、もう少し御説明が必要なのではないかと思われます。この点、本来であれ

ばこの点につきましても、私も参加させていただきました施行状況検討会において議論される

べき課題であったところ、それがなされなかったのは大変残念でございます。 

 この点につきましては、結論の妥当性がないから反対するといったわけではございませんで、

その妥当性について判断することができないので賛成することができないということでござい

まして、この点につきましては、もう少し慎重に事を進めていただくことが必要なのではない

かというのが私の意見でございます。 

 以上でございます。 

○新美委員長 ありがとうございました。 

 それではまた、何か事務局のほうからありますか。 

○徳増課長 今のコメントを若干させていただくと、２ページ目を見ていただきますと、資料

７でありますけれども、上のほうに第一種指定化学物質、ＰＲＴＲ物質対象のいわゆる定義が

あって、下のほうに第二種指定化学物質の指定の定義が書かれているわけでありますけれども、

これ、簡単に意訳して言ってしまえば、第二種指定化学物質は言ってみると第一種、その中に

ありますけれども、製造輸入量、または使用量の増加等によって、今後増えていく可能性があ

るようなものというのを指定していくということで、将来的に第一種指定化学物質になるよう

な可能性があるようなものを第二種指定化学物質にもしていくといったようなこれは位置づけ

になっているというふうに考えられます。 

 そうした中で、言ってみると第一種と第二種と全く考え方が違うということは、多分本来は

ならないのかなと我々考えていまして、そうした観点から３ページ目、４ページ目の提案をさ

せていただいていますというのが若干補足まででありますけれども、説明をさせていただけれ

ばと思っています。 

 いずれにせよ、そのあたりまた先生ともぜひ議論をさせていただければと考えています。 

○新美委員長 よろしいでしょうか。何か環境省のほうからございましたら。よろしいですか。

東海座長。 

○東海座長 手短に２点ほど指摘したいと思います。 

 １点目は、赤渕委員からも最初御意見がありましたように、まずこれまでのＰＲＴＲでなし



－54－ 

得た排出量削減がどれほどのリスク削減につながったのかということがもう少し明確に示され

ることによって、事業者側のこれまでの取り組みが明確に示され、さらなるインセンティブに

つながっていくと思いますので、データの示し方に関しまして、これまで何ができたのかとい

うところを、先ほどの資料５のところで、量のみならず、代表物質の推移からリスク削減への

貢献というところを明確にされることが、今後の改定を考える上での根元の共通意識として大

事ではなかろうかと思います。 

 ２点目はこれからのことでありますけれども、今日の議論でも慎重に議論をしていきますと

か、慎重な検討をしていきますとか、多々出ておりました。実は去年の合同検討会でも出たこ

とでありますけれども、かなりその課題が幅広く残っておりますし、その中でも本当に短い射

程の中でやるべきことと、それから技術的な検討を踏まえて明確な方針を決めて、次のタイミ

ングで取り組む課題等に分類されるべきではなかろうかということもございますので、そうい

ったところもぜひ考慮していただいた上で、プライオリティーづけをした上でぜひまとめの議

論ができればなというふうに考えております。 

 以上です。 

○新美委員長 ありがとうございます。今後の議論をする上で非常に有益かつ重要な御意見を

賜ったところでございます。本日予定されていた審議事項は以上でございます。今、東海座長

から出たように、さらに議論を積み重ねるということになろうかと思いますので、今後ともぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

 事務局から何か連絡事項ございましたらお願いします。 

○鈴木補佐 ありがとうございます。本日、特に資料６の前半部分などにつきましては、時間

をちょっと割愛させていただいた関係もございますので、追加で御意見ございます場合は、す

みません、連休を挟んで恐れ入りますけれども、５月10日までにメール等で事務局宛てに御連

絡いただけたらと思います。それを含めて次回、第２回で御議論いただけるような資料にさせ

ていただきたいと思っています。 

 また、次回の開催につきましては、新美委員長と東海座長とも御相談をさせていただいた上

で、改めて御案内をさせていただきたいと考えています。 

 本日の御発言につきましては、議事録を作成しまして、公表を考えています。案につきまし

て、追って事務局から皆様に御確認をさせていただく予定にしていますので、よろしくお願い

いたします。 

○新美委員長 本日は非常に活発な御議論を賜りましてありがとうございました。本日の会合
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はこれにて終了ということにしたいと存じます。 

 次回の会合につきましては、改めて事務局から御連絡申し上げますので、よろしくお願いし

ます。本日はどうもありがとうございました。 

午後０時５３分 閉会 


